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鶴岡市立荘内病院

充実した薬薬連携でがん在宅医療を支える「つるやくネットワーク」
成功のポイントは、「顔の見える場」の創出とその継続

※OPTIM：Outreach Palliative care Trial of Integrated regional Model

「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」の
モデル地区として始動

　日本海沿岸(庄内地方)南部にある人口約13～14万人
の都市、山形県鶴岡・三川地区。少子高齢化の急速な進展
に伴う医療資源の問題など、日本が直面する典型的な
社会的課題を抱えている中で、がん在宅医療の先進地域
のひとつとして注目されている。
　がん在宅医療を牽引するのは鶴岡市と三川町を主な
診療圏とする鶴岡市立荘内病院で、庄内地域における
地域がん診療連携指定病院として、がん診療に積極的に
取り組んでいる。また2008年から3年間にわたって行わ
れた厚生労働省のがん総合戦略研究事業「緩和ケア普
及のための地域プロジェクト (以下、OPTIM)※」に参加し
た際には、同院が事業推進にあたって中心的な役割を
果した。　
　鶴岡・三川地区は、OPTIM事業に参加したことで、がん
連携が大きく変わったという。

「在宅療養がどのようなものかを知る」ことから
手探りでスタート

　緩和ケア普及の実際の活動にあたっては、OPTIM事業
開始時に、同地域在住の不特定の患者・住民・医療者を対
象にがん緩和ケアに関する状況などを調査した。その結
果、「住民のがん医療に対する安心感が最も低い地域」と
いう現状が報告されている。
　今でこそ様々な薬薬連携に関する活動が行われている

「つるやくネットワーク」も、がん薬物療法と緩和ケアに関す
る地域医療促進を目的とした薬薬
連携は、手探りでスタートしてい
る。
　当時の「がん医療に対する認
識」について、「つるやくネットワー
ク」設立の中心人物のひとりとして
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された全国4カ所のモデル地区の中で最も緩和ケアが未
整備な地区で、在宅療養も難しかったと振り返る。
　そこでまず、患者さんとそのご家族の緩和ケアや在宅
療養に対する啓発活動に着手した。「市民向け緩和ケア
の講演会では、医療関係者が出演している寸劇を上演
するなど、がん患者さんが安心して在宅療養を受けられ
るような取り組みに注力しました（写真1）」と阿部氏は
語る。
　一方で、幸いにも同地区では地域で患者情報を共有す
る医療ネットワークとして、鶴岡地区医師会により既に整
備されていた「Net4U（ネットフォーユー）」が稼働してお
り、在宅療養における多職種間連携のツールとして重要
な役割を果たした（表1）。
　Net4Uは 「the New e-teamwork by 4Units」の略であ
り、4Unitsは病院・かかりつけ医・看護介護・検査センター
を指し、“for you”との意味も掛け合わせている。Net4Uで
医療機関または訪問看護ステーションが患者情報を登録
し、登録した患者情報を共有したいと思われる施設側を
招待、招待を受けた施設はこれを受理する処理を行うこと
で患者情報の共有化が開始されるようになる。このNet4U
を基盤とした連携が進展することで、特に介護職が自信を
深め、患者や家族の在宅療養への参画意識も向上したと
いう。

多職種を結び付ける場として機能する
「庄内プロジェクト」

　鶴岡・三川地区のOPTIM事業は「庄内プロジェクト」の
愛称で呼ばれ、多職種連携の促進と多職種がフラットな
関係で議論が行える場の確保という意味でも大きな役割
を果たした。
　各職種内または多職種間による連携の会が複数発足

し、活動がスタートした。例えば、医師による「南庄内在宅
医療を考える会」、看護師による「地域看看連携検討会」、
後述する薬剤師による「つるやくネットワーク」、栄養士に
よる「南庄内栄養と食の連携を考える会」、病院看護師と
ケアマネジャーによる「医療と介護の連携研修会」、さらに
多職種による地域連携交流会「ふらっと会」（写真2）など
だ。
　同職種間または多職種間で顔を合わせて議論や研修
を行っていくことで、現状の問題点や課題の共有、コミュニ
ケーションの構築、そして信頼関係の醸成などに結び付く
と阿部氏は語る。
　また、患者に対する啓発活動も活発で、現在でも頻繁に
市民公開講座、がん患者と家族の会「ほっと広場」「出張講
演会」「つるおか健康塾」など多彩な研修会が開催されて
いる（写真3）。
　さらに、がん緩和ケアを普及するにあたり、医療従事者
のスキルアップ研修会も積極的に行われた。具体的な
テーマとしては、「オピオイドの使用法」「痛み以外の身体
症状のマネジメント（消化器、呼吸器）」「精神的苦痛の緩

和」「訪問看護の役割と現状」「尿路管理について」「褥瘡
管理と皮膚転移」などで、テーマに応じて各職種が講師と
なり研修会が実施された。このように、「庄内プロジェクト」
は多職種を結び付ける場として機能し、がん患者が在宅
医療を安心して受けるための医療従事者のスキルアップ
にも貢献したことがわかる。
　阿部氏は、この時期「庄内プロジェクト」で学んだことに
ついて、次のように語る。
　「がん終末期の患者さんを在宅で看取る経験がほとん
どなかったこの地域において、在宅緩和ケアの連携体制
を進めることができました。また“ホスピス・ケアはコミュニ
ティ・ケアである”を基本として、地域住民と医療機関、行政
が緊密な連携をとり専門家チームを作り上げることが、こ
のプロジェクトを成功させる鍵であることがわかりました。
そして、在宅ケアから得られた感動を地域全体で共有する
ことで、より効果的な緩和ケアの拡がりが期待できると思
います。さらに、病院内における緩和ケアチームの活動の
充実が、在宅療養への移行を促進する原動力となること
を実感ました」。

病院薬剤師と保険薬局薬剤師を結ぶ
「つるやくネットワーク」の発足と活動の歩み

　OPTIM事業は2010年度に終了し、その後は鶴岡市立
荘内病院と鶴岡地区医師会などが中心となり「南庄内
緩和ケア推進協議会」が設立され、「庄内プロジェクト」は
地域における緩和ケアの支援活動として継続されている。
現在、このプロジェクトはがん患者の在宅医療推進の面で
大きな成果を上げており、「庄内モデル」として全国からも
注目されている。
　この「庄内プロジェクト」においても「つるやくネットワー
ク」の薬薬連携の取り組みは、大きな役割を果たしている。
あらためて、その発足前後からの活動の足跡を追ってみ
る。
　「2009年7月、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との連携
を深めるための活動を既に開始していた長崎県地域の
Pネット（長崎薬剤師在宅医療研究会）について学ぶため、
Pネットの代表者を講師に招き、第1回の連携学習会を開
催しました。この学習会をきっかけに、鶴岡・三川地区の
薬剤師ネットワークとして“つるやくネットワーク”が発足し
ました」（阿部氏）。
　「つるやくネットワーク」の活動開始当初は、全国から著
名な講師を呼んで講演を聴く研修会スタイルで実施し、各
地の事例を学んだという。その後はより実践的な連携に向
けて、関心の高いテーマを選定し、地域の病院薬剤師や
保険薬局薬剤師を講師とした研修会を企画した。これらの
企画を通して、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解
が深められるようになった。
　そして、発足3年後の2012年に、鶴岡市立荘内病院の

緩和ケア専門医のサポートのもと、がん治療に関する
薬薬連携の取り組みについてのアンケート調査と、計3回
のグループディスカッションを実施した。
　また、2013年には公益財団法人 在宅医療助成 勇美記
念財団の一般公募「在宅医療への助成」を受け、「地域に
おけるがん薬物療法と緩和医療に関する薬薬連携を促進
するための取り組み」と題した研究テーマの報告書を提出
している。この報告書には、鶴岡・三川地区の「病院薬剤師
と保険薬局薬剤師の約70％が、がん医療において病院と
保険薬局との薬薬連携の必要性」を感じており、「グルー
プディスカッションは薬薬連携の課題解決に有用」と評価
していたことなどがまとめられている。また、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師が連携にあたって共有すべき患者情報と
して、「がん告知の有無などの病状の認識」との回答が多く
寄せられたほか、「調剤上の注意点」「適応外使用薬剤の
処方意図」など薬剤情報もニーズが高いことなど参考にな
る結果も出ている（図1）。さらに、地域医療連携において
重要なこととして、「病院薬剤師と保険薬局薬剤師が顔を
合わせた意見交換の場を作ること」「薬剤師を対象とし
た医師による研修会や交流会などを通じて医師との関
係を深めること」などが挙げられた。つまり職種や施設の
壁を超えて「顔の見える関係」を構築することが地域連
携の基盤となることが強調されていた。

集いの場を通じた「顔の見える関係」の構築。
研修会や講演会は意識して参加する

　前述の勇美記念財団報告書にある「つるやくネットワー
ク」で行われたグループディスカッションでは、病院薬剤師
と保険薬局薬剤師が「顔の見える関係」を構築するための
工夫がなされていた。グループディスカッションには鶴岡・
三川地区の5病院および56店舗の保険薬局から薬剤師
が参加し、複数人でいろいろなアイデアをぶつけ合い、斬
新なアイデアを発掘するブレーンストーミング方式を採用
した。所属や経験年齢が偏らないように配慮された各5～
7名のグループが構成され、与えられたテーマについて自
分の考えを付箋に記載して、似た内容を模造紙上で分類
しながら意見交換が進められた（写真4）。テーマは、1回目
が「薬剤師としてがん患者に対する服薬指導について抱
える課題と解決案」、2回目が「がん患者の服薬指導にお
ける病院と保険薬局の薬剤師間の連携に関する課題と解
決案」、3回目は「外来化学療法患者における点滴抗がん
剤のお薬手帳を用いた情報共有に向けての課題と要望」
であった。
　グループディスカッションでは、病院薬剤師と保険薬局
薬剤師の薬薬連携を円滑に進めるためのポイントとし
て、どのようなことが抽出されたのだろうか。阿部氏に
伺った。
　「まず、保険薬局薬剤師ががん患者さんへの服薬指導
などで困った場合、主治医への橋渡し役として相談窓口と
なる病院薬剤師を決め、顔がわかるようにすることの大切
さに気付きました。また、病院薬剤師が行う内服の抗がん
剤や医療用麻薬の指導内容を、患者さんが利用する保険
薬局の薬剤師に伝達する体制も整える必要性が明らかに
なりました。加えて、保険薬局薬剤師を対象とした抗がん
剤の勉強会などを活用し、講師となる医師ががん患者さ
んに対する告知や病状説明をどのように行っているのか、
直接顔を会わせて聞くような機会を作っておくことも重要
という共通認識ができました」。

　また2015年には、「つるやくネットワーク」と鶴岡薬剤師
会の生涯教育研修部会を合併し「つるやくネットワーク・
生涯学習研修部会」とし、それぞれ行ってきた研修会を一
本化したという。また、メンバーには若手薬剤師や女性薬
剤師を新規に加え、年齢層の幅を広げることで、様々な意
見が取り入れられるような工夫もされている。
　その後、研修会のテーマはがん領域以外にも広げられ
るようになり、2016年には「大変動時代を迎えた糖尿病治
療～血圧・血糖・脂質変動それぞれへの介入手段とは？」

「乳がん患者さんのあれこれ」、さらに酒田地区薬剤師会と
合同で「それぞれの地区での在宅医療の現状報告」など
のテーマで研修会が実施されている。
　「つるやくネットワーク」の研修会には、最近は、毎回50
名を超える薬剤師が参加し、盛況に開催されている。その
秘訣は研修会が主催者側からの押し付けではなく、参加
者の希望により開催され、テーマも参加者が学びたい話
題を取り上げていることにあるという。

薬薬連携推進の人的ネットワーク構築のノウハウ

　また地域の中で薬薬連携を立ち上げていくためのノウ
ハウについては、まず病院薬剤師側と保険薬局薬剤師側
から1人ずつ代表者を選出し、この2人がface to faceで理
念を共有し、連携の方向性などについて徹底的に話し合
うことが重要であり、そこからコアメンバーの組織化に繋
げていくことがポイントと阿部氏は指摘する。
　「つるやくネットワーク」の始動にあたっては、鶴岡地区
薬剤師会からOPTIMに派遣された保険薬局薬剤師の
篠田太朗氏の存在が大きかったと阿部氏は言う。その後、

「つるやくネットワーク」では5名（病院薬剤師3名、保険薬
局薬剤師2名）のコアメンバーが組織され、活発な交流を
通じて信頼関係や仲間意識が強固なものとなっていっ
た。このコアメンバーの交流をきっかけに、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師の人的ネットワークが地域全体に広がっ
ている。
　さらに、鶴岡・三川地区は人口が前述のように13～14
万人であることも、病院薬剤師と保険薬局薬剤師が「顔の
見える関係」を構築するために、規模的にもちょうど良かっ
たのではないかと阿部氏は指摘する。

がん患者に対する薬薬連携の具体的な取り組み

　では、「つるやくネットワーク」によって構築された人脈
を活かし、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間で具体的に
はどのような連携が行われているのだろうか。
　病院薬剤師の立場として阿部氏らが最初に取り組んだ
のは、オピオイド新規導入時の服薬指導と保険薬局への
情報提供に関する取り組みだったという。
　鶴岡市立荘内病院で外来がん患者に対してオピオイド
が初回導入される際、院外処方されることがある。この場

合、保険薬局では患者情報が絶対的に不足していること
から、詳しい服薬指導ができないケースが多くみられた。
そこで、オピオイドの初回導入時には、院内処方だけでな
く院外処方の患者に対しても、病院の薬局指導室にてオピ
オイドの効能・効果、副作用、レスキュー（頓服薬）の使い
方などについて説明するとともに、医療用麻薬について

「使うと寿命が縮む」「末期に使用する」などの間違った知
識を払拭することに注力した。
　その際、イラストを使用したわかりやすい患者説明用資
料（図2）を活用した情報提供に努め、患者からの評判も良
い。また、患者に説明した内容は院外処方箋を応需する保
険薬局にも報告することとし、この取り組みは、保険薬局
から高い評価を受けている。
　「患者さんは、聞きたいことがあっても直接主治医に連
絡することに躊躇される方が多いため、病院薬剤師が薬
に関する情報提供ができれば理想的です。“つるやくネット
ワーク”の活動を通じてこれが実現されつつあります。病院
薬剤師への患者さんからの相談や保険薬局薬剤師からの
疑義照会なども増えています」と阿部氏は薬薬連携の成
果について語った。
　一方、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との間における患
者情報の共有ツールとしては、主にお薬手帳が使われて
いる。
　外来化学療法については、医師へのアンケート調査を
もとに、レジメンをシールにしてお薬手帳に貼付すること
とした（図3）。これにより保険薬局では、レジメンを理解し
た上で適切な患者指導や処方監査を行うことが可能に
なった。
　また最近は、高齢化の影響で慢性腎臓病（CKD）が増
加しているため、CKD患者のお薬手帳にシールを貼付す

ることで患者の腎機能が低下していることを共有し、薬
物治療に対する注意喚起を促す取り組みも行われてい
るという。

さらなるステップアップを目指して

　最後に、地域における薬薬連携の今後の課題につい
て阿部氏に伺った。現状では大きな問題点はなく、この
まま継続していくことでさらに顔の見える関係の構築を
広げていきたいと前置きした上で、課題を挙げるとすれ
ば「退院前カンファレンス」への積極的な参画であると
いう。
　鶴岡市立荘内病院では、患者の退院時に主治医、かか
りつけ医、看護師、ケアマネジャー、薬剤師などが集まり退
院前カンファレンスを行っている。ここには患者や家族が
参加することもあり、退院後に地域の中で患者が安心して
暮らすための方針などの情報が共有されることとなる。病
院薬剤師においても、この退院前カンファレンスは、薬薬
連携を考える上で病院薬剤師と保険薬局薬剤師の双方
にとって大変メリットのある機会であることから、今後はよ
り積極的に参画していく必要があると語る。
　また、鶴岡・三川地区独自の患者情報共有ツールである
Net4Uは、在宅療養での利用は定着しているものの、それ
以外への普及はまだ十分ではないという。Net4Uは既に
がん診療連携指定病院の電子カルテとも連動しており、
病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間でもさらに活用が促進
されることが望ましいと阿部氏は言う。
　地域の中で病院薬剤師と保険薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりが日々進化する「つるやくネットワーク」の
取り組みには学ぶことも多く、今後も目が離せない。
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薬剤師の法的パラダイム

服薬期間を通じた継続的な薬学的管理

薬剤師として知っておくべき、おさえておきたい法律を紹介します。
日常業務において、薬剤師がどのように行動すべきかを考えます。

今年、薬機法※・薬剤師法が改正になり、薬剤師による服用期間中のフォローが義務になるとの
ことですが、薬剤師業務の法的な規定はどう変わるのでしょうか。

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬剤師・弁護士
赤羽根 秀宜

第 1回

質 問

　薬機法はご存知のとおり、以前は薬事法という名称でし
たが、平成26年に改正され、薬機法（あるいは医薬品医療機器等法）
に名称も変更となりました。実は、この平成26年改正の際、施行後5
年を目途に、改正後の実施状況を勘案し、必要に応じて見直すこと
が附則として定められていました。そのため、今年は薬機法の改正
が予定され、併せて薬剤師法の改正も予定されています。

　今回の改定は多岐にわたりますが、薬剤師業務におい
ては、「服薬期間を通じた継続的な薬学管理」が注目されます。現行
の薬機法においても、薬局開設者には、薬剤師に調剤時に指導等を
行わせる義務があり（薬機法第9条の3）、また、薬剤師には、調剤した際の
情報提供と必要な薬学的知見に基づく指導が義務付けられていま
す（薬剤師法第25条の2）。この指導等の義務は、調剤時に行うことが前提
となっていますが、この調剤時の指導が服薬期間中にまで及ぶかは
明確ではありませんでした。今回改定では、この点が明確化され、調
剤時だけでなく服薬期間中を通じた継続的な薬学的管理等が義務
付けられることになります。

 ●薬機法改正案
　第9条の3第5項
　第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又
は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正
な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合
には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬
剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購
入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ
的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り
受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知
見に基づく指導を行わせなければならない。

●薬剤師法改正案
　第25条の2第2項
　薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使
用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用
の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者または現にそ
の看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要
な薬学的知見に基づく指導をおこなわなければならない。

　
　この義務は、薬機法においては薬局開設者の義務になっていま
すが、薬剤師法改正も行われますので、病院薬剤師を含めすべての

薬剤師は、調剤した際には、このような義務が課せられることになり
ます。
　もっとも、この義務は、すべての患者について対応が求められるわ
けではなく、必要があると認める場合とされていますので、患者の
様々な状況に応じて必要性が判断されることになると考えられます。
まだ法の改正前であるため、省令等が具体的にどのように定められ
るかわかりませんが、最終的には、薬剤師において必要性の判断が
行われることになるでしょう。継続的な薬学的管理のために、薬剤師
は専門性をより求められることになります。
　また、薬局の薬剤師は、このような患者情報の把握や指導等が適
切にできていなかったために、患者に健康被害が起こった場合など
には、薬剤師が損害賠償等の責任を問われる可能性があるため、薬
剤師にとっては大きな意味を持つ改正といえます。
　なお、このような指導等を行ったことは薬機法においては記録が
義務付けられる予定です。記録は、きちんと業務を行ったということ
を示すリスク管理の観点からも重要であることを考えれば、フォロー
を行った場合の記録については病院薬剤師においても重要になる
と考えられます。

　また、薬局の薬剤師は、このような服用期間の状況等を
含めた薬学的管理にかかる情報を必要に応じて医師等へ情報提供
することに務めるべきともされています。疑義照会とは違った形で医
師等との連携が法律上明記されることは、努力義務だとしても薬剤
師にとっては大きな影響があると考えられます。また、この情報提供
は他の医療提供施設の薬剤師も含まれますので、病院薬剤師と薬局
薬剤師の薬薬連携も今まで以上に期待されることになるでしょう。

●薬機法改正案
　第1条の5
　2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販
売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の
適切かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又
は医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設（医療法（昭和二十

三年法律第二百五号）第一条の二第二項に規定する医療提供施設を
いう。以下同じ）において診療又は調剤に従事する医師若しくは
歯科医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医
療提供施設相互間の業務の連携の推進に務めなければならな
い。
　3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の
安定的な供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による前
項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。

赤羽根 秀宜
あかばね　ひでのり

1975年生まれ。97年、帝京大学薬学部卒。約10年間、調剤薬局で実務経験を積む。2005年、東海大学法科大学院入学。08年、同大学院卒業。
新司法試験合格。09年、最高裁の司法修習を終了。第二東京弁護士会に登録。中外合同法律事務所に入所。

連　載

2019.
Autumn

1No.

01

08薬機法・薬剤師法改正POINT

1

医師等への情報提供POINT

3

服用期間を通じた継続的な薬学的管理等POINT

2

2019年9月作成
EPALL1T04101-1



0302

「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」の
モデル地区として始動

　日本海沿岸(庄内地方)南部にある人口約13～14万人
の都市、山形県鶴岡・三川地区。少子高齢化の急速な進展
に伴う医療資源の問題など、日本が直面する典型的な
社会的課題を抱えている中で、がん在宅医療の先進地域
のひとつとして注目されている。
　がん在宅医療を牽引するのは鶴岡市と三川町を主な
診療圏とする鶴岡市立荘内病院で、庄内地域における
地域がん診療連携指定病院として、がん診療に積極的に
取り組んでいる。また2008年から3年間にわたって行わ
れた厚生労働省のがん総合戦略研究事業「緩和ケア普
及のための地域プロジェクト (以下、OPTIM)※」に参加し
た際には、同院が事業推進にあたって中心的な役割を
果した。　
　鶴岡・三川地区は、OPTIM事業に参加したことで、がん
連携が大きく変わったという。

「在宅療養がどのようなものかを知る」ことから
手探りでスタート

　緩和ケア普及の実際の活動にあたっては、OPTIM事業
開始時に、同地域在住の不特定の患者・住民・医療者を対
象にがん緩和ケアに関する状況などを調査した。その結
果、「住民のがん医療に対する安心感が最も低い地域」と
いう現状が報告されている。
　今でこそ様々な薬薬連携に関する活動が行われている

「つるやくネットワーク」も、がん薬物療法と緩和ケアに関す
る地域医療促進を目的とした薬薬
連携は、手探りでスタートしてい
る。
　当時の「がん医療に対する認
識」について、「つるやくネットワー
ク」設立の中心人物のひとりとして
指導をしてきた鶴岡市立荘内病院 
診療部薬局の阿部和人氏(以下、
阿部氏)は、鶴岡・三川地区は選定

された全国4カ所のモデル地区の中で最も緩和ケアが未
整備な地区で、在宅療養も難しかったと振り返る。
　そこでまず、患者さんとそのご家族の緩和ケアや在宅
療養に対する啓発活動に着手した。「市民向け緩和ケア
の講演会では、医療関係者が出演している寸劇を上演
するなど、がん患者さんが安心して在宅療養を受けられ
るような取り組みに注力しました（写真1）」と阿部氏は
語る。
　一方で、幸いにも同地区では地域で患者情報を共有す
る医療ネットワークとして、鶴岡地区医師会により既に整
備されていた「Net4U（ネットフォーユー）」が稼働してお
り、在宅療養における多職種間連携のツールとして重要
な役割を果たした（表1）。
　Net4Uは 「the New e-teamwork by 4Units」の略であ
り、4Unitsは病院・かかりつけ医・看護介護・検査センター
を指し、“for you”との意味も掛け合わせている。Net4Uで
医療機関または訪問看護ステーションが患者情報を登録
し、登録した患者情報を共有したいと思われる施設側を
招待、招待を受けた施設はこれを受理する処理を行うこと
で患者情報の共有化が開始されるようになる。このNet4U
を基盤とした連携が進展することで、特に介護職が自信を
深め、患者や家族の在宅療養への参画意識も向上したと
いう。

多職種を結び付ける場として機能する
「庄内プロジェクト」

　鶴岡・三川地区のOPTIM事業は「庄内プロジェクト」の
愛称で呼ばれ、多職種連携の促進と多職種がフラットな
関係で議論が行える場の確保という意味でも大きな役割
を果たした。
　各職種内または多職種間による連携の会が複数発足

し、活動がスタートした。例えば、医師による「南庄内在宅
医療を考える会」、看護師による「地域看看連携検討会」、
後述する薬剤師による「つるやくネットワーク」、栄養士に
よる「南庄内栄養と食の連携を考える会」、病院看護師と
ケアマネジャーによる「医療と介護の連携研修会」、さらに
多職種による地域連携交流会「ふらっと会」（写真2）など
だ。
　同職種間または多職種間で顔を合わせて議論や研修
を行っていくことで、現状の問題点や課題の共有、コミュニ
ケーションの構築、そして信頼関係の醸成などに結び付く
と阿部氏は語る。
　また、患者に対する啓発活動も活発で、現在でも頻繁に
市民公開講座、がん患者と家族の会「ほっと広場」「出張講
演会」「つるおか健康塾」など多彩な研修会が開催されて
いる（写真3）。
　さらに、がん緩和ケアを普及するにあたり、医療従事者
のスキルアップ研修会も積極的に行われた。具体的な
テーマとしては、「オピオイドの使用法」「痛み以外の身体
症状のマネジメント（消化器、呼吸器）」「精神的苦痛の緩

和」「訪問看護の役割と現状」「尿路管理について」「褥瘡
管理と皮膚転移」などで、テーマに応じて各職種が講師と
なり研修会が実施された。このように、「庄内プロジェクト」
は多職種を結び付ける場として機能し、がん患者が在宅
医療を安心して受けるための医療従事者のスキルアップ
にも貢献したことがわかる。
　阿部氏は、この時期「庄内プロジェクト」で学んだことに
ついて、次のように語る。
　「がん終末期の患者さんを在宅で看取る経験がほとん
どなかったこの地域において、在宅緩和ケアの連携体制
を進めることができました。また“ホスピス・ケアはコミュニ
ティ・ケアである”を基本として、地域住民と医療機関、行政
が緊密な連携をとり専門家チームを作り上げることが、こ
のプロジェクトを成功させる鍵であることがわかりました。
そして、在宅ケアから得られた感動を地域全体で共有する
ことで、より効果的な緩和ケアの拡がりが期待できると思
います。さらに、病院内における緩和ケアチームの活動の
充実が、在宅療養への移行を促進する原動力となること
を実感ました」。

病院薬剤師と保険薬局薬剤師を結ぶ
「つるやくネットワーク」の発足と活動の歩み

　OPTIM事業は2010年度に終了し、その後は鶴岡市立
荘内病院と鶴岡地区医師会などが中心となり「南庄内
緩和ケア推進協議会」が設立され、「庄内プロジェクト」は
地域における緩和ケアの支援活動として継続されている。
現在、このプロジェクトはがん患者の在宅医療推進の面で
大きな成果を上げており、「庄内モデル」として全国からも
注目されている。
　この「庄内プロジェクト」においても「つるやくネットワー
ク」の薬薬連携の取り組みは、大きな役割を果たしている。
あらためて、その発足前後からの活動の足跡を追ってみ
る。
　「2009年7月、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との連携
を深めるための活動を既に開始していた長崎県地域の
Pネット（長崎薬剤師在宅医療研究会）について学ぶため、
Pネットの代表者を講師に招き、第1回の連携学習会を開
催しました。この学習会をきっかけに、鶴岡・三川地区の
薬剤師ネットワークとして“つるやくネットワーク”が発足し
ました」（阿部氏）。
　「つるやくネットワーク」の活動開始当初は、全国から著
名な講師を呼んで講演を聴く研修会スタイルで実施し、各
地の事例を学んだという。その後はより実践的な連携に向
けて、関心の高いテーマを選定し、地域の病院薬剤師や
保険薬局薬剤師を講師とした研修会を企画した。これらの
企画を通して、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解
が深められるようになった。
　そして、発足3年後の2012年に、鶴岡市立荘内病院の

緩和ケア専門医のサポートのもと、がん治療に関する
薬薬連携の取り組みについてのアンケート調査と、計3回
のグループディスカッションを実施した。
　また、2013年には公益財団法人 在宅医療助成 勇美記
念財団の一般公募「在宅医療への助成」を受け、「地域に
おけるがん薬物療法と緩和医療に関する薬薬連携を促進
するための取り組み」と題した研究テーマの報告書を提出
している。この報告書には、鶴岡・三川地区の「病院薬剤師
と保険薬局薬剤師の約70％が、がん医療において病院と
保険薬局との薬薬連携の必要性」を感じており、「グルー
プディスカッションは薬薬連携の課題解決に有用」と評価
していたことなどがまとめられている。また、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師が連携にあたって共有すべき患者情報と
して、「がん告知の有無などの病状の認識」との回答が多く
寄せられたほか、「調剤上の注意点」「適応外使用薬剤の
処方意図」など薬剤情報もニーズが高いことなど参考にな
る結果も出ている（図1）。さらに、地域医療連携において
重要なこととして、「病院薬剤師と保険薬局薬剤師が顔を
合わせた意見交換の場を作ること」「薬剤師を対象とし
た医師による研修会や交流会などを通じて医師との関
係を深めること」などが挙げられた。つまり職種や施設の
壁を超えて「顔の見える関係」を構築することが地域連
携の基盤となることが強調されていた。

集いの場を通じた「顔の見える関係」の構築。
研修会や講演会は意識して参加する

　前述の勇美記念財団報告書にある「つるやくネットワー
ク」で行われたグループディスカッションでは、病院薬剤師
と保険薬局薬剤師が「顔の見える関係」を構築するための
工夫がなされていた。グループディスカッションには鶴岡・
三川地区の5病院および56店舗の保険薬局から薬剤師
が参加し、複数人でいろいろなアイデアをぶつけ合い、斬
新なアイデアを発掘するブレーンストーミング方式を採用
した。所属や経験年齢が偏らないように配慮された各5～
7名のグループが構成され、与えられたテーマについて自
分の考えを付箋に記載して、似た内容を模造紙上で分類
しながら意見交換が進められた（写真4）。テーマは、1回目
が「薬剤師としてがん患者に対する服薬指導について抱
える課題と解決案」、2回目が「がん患者の服薬指導にお
ける病院と保険薬局の薬剤師間の連携に関する課題と解
決案」、3回目は「外来化学療法患者における点滴抗がん
剤のお薬手帳を用いた情報共有に向けての課題と要望」
であった。
　グループディスカッションでは、病院薬剤師と保険薬局
薬剤師の薬薬連携を円滑に進めるためのポイントとし
て、どのようなことが抽出されたのだろうか。阿部氏に
伺った。
　「まず、保険薬局薬剤師ががん患者さんへの服薬指導
などで困った場合、主治医への橋渡し役として相談窓口と
なる病院薬剤師を決め、顔がわかるようにすることの大切
さに気付きました。また、病院薬剤師が行う内服の抗がん
剤や医療用麻薬の指導内容を、患者さんが利用する保険
薬局の薬剤師に伝達する体制も整える必要性が明らかに
なりました。加えて、保険薬局薬剤師を対象とした抗がん
剤の勉強会などを活用し、講師となる医師ががん患者さ
んに対する告知や病状説明をどのように行っているのか、
直接顔を会わせて聞くような機会を作っておくことも重要
という共通認識ができました」。

　また2015年には、「つるやくネットワーク」と鶴岡薬剤師
会の生涯教育研修部会を合併し「つるやくネットワーク・
生涯学習研修部会」とし、それぞれ行ってきた研修会を一
本化したという。また、メンバーには若手薬剤師や女性薬
剤師を新規に加え、年齢層の幅を広げることで、様々な意
見が取り入れられるような工夫もされている。
　その後、研修会のテーマはがん領域以外にも広げられ
るようになり、2016年には「大変動時代を迎えた糖尿病治
療～血圧・血糖・脂質変動それぞれへの介入手段とは？」

「乳がん患者さんのあれこれ」、さらに酒田地区薬剤師会と
合同で「それぞれの地区での在宅医療の現状報告」など
のテーマで研修会が実施されている。
　「つるやくネットワーク」の研修会には、最近は、毎回50
名を超える薬剤師が参加し、盛況に開催されている。その
秘訣は研修会が主催者側からの押し付けではなく、参加
者の希望により開催され、テーマも参加者が学びたい話
題を取り上げていることにあるという。

薬薬連携推進の人的ネットワーク構築のノウハウ

　また地域の中で薬薬連携を立ち上げていくためのノウ
ハウについては、まず病院薬剤師側と保険薬局薬剤師側
から1人ずつ代表者を選出し、この2人がface to faceで理
念を共有し、連携の方向性などについて徹底的に話し合
うことが重要であり、そこからコアメンバーの組織化に繋
げていくことがポイントと阿部氏は指摘する。
　「つるやくネットワーク」の始動にあたっては、鶴岡地区
薬剤師会からOPTIMに派遣された保険薬局薬剤師の
篠田太朗氏の存在が大きかったと阿部氏は言う。その後、

「つるやくネットワーク」では5名（病院薬剤師3名、保険薬
局薬剤師2名）のコアメンバーが組織され、活発な交流を
通じて信頼関係や仲間意識が強固なものとなっていっ
た。このコアメンバーの交流をきっかけに、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師の人的ネットワークが地域全体に広がっ
ている。
　さらに、鶴岡・三川地区は人口が前述のように13～14
万人であることも、病院薬剤師と保険薬局薬剤師が「顔の
見える関係」を構築するために、規模的にもちょうど良かっ
たのではないかと阿部氏は指摘する。

がん患者に対する薬薬連携の具体的な取り組み

　では、「つるやくネットワーク」によって構築された人脈
を活かし、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間で具体的に
はどのような連携が行われているのだろうか。
　病院薬剤師の立場として阿部氏らが最初に取り組んだ
のは、オピオイド新規導入時の服薬指導と保険薬局への
情報提供に関する取り組みだったという。
　鶴岡市立荘内病院で外来がん患者に対してオピオイド
が初回導入される際、院外処方されることがある。この場

合、保険薬局では患者情報が絶対的に不足していること
から、詳しい服薬指導ができないケースが多くみられた。
そこで、オピオイドの初回導入時には、院内処方だけでな
く院外処方の患者に対しても、病院の薬局指導室にてオピ
オイドの効能・効果、副作用、レスキュー（頓服薬）の使い
方などについて説明するとともに、医療用麻薬について

「使うと寿命が縮む」「末期に使用する」などの間違った知
識を払拭することに注力した。
　その際、イラストを使用したわかりやすい患者説明用資
料（図2）を活用した情報提供に努め、患者からの評判も良
い。また、患者に説明した内容は院外処方箋を応需する保
険薬局にも報告することとし、この取り組みは、保険薬局
から高い評価を受けている。
　「患者さんは、聞きたいことがあっても直接主治医に連
絡することに躊躇される方が多いため、病院薬剤師が薬
に関する情報提供ができれば理想的です。“つるやくネット
ワーク”の活動を通じてこれが実現されつつあります。病院
薬剤師への患者さんからの相談や保険薬局薬剤師からの
疑義照会なども増えています」と阿部氏は薬薬連携の成
果について語った。
　一方、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との間における患
者情報の共有ツールとしては、主にお薬手帳が使われて
いる。
　外来化学療法については、医師へのアンケート調査を
もとに、レジメンをシールにしてお薬手帳に貼付すること
とした（図3）。これにより保険薬局では、レジメンを理解し
た上で適切な患者指導や処方監査を行うことが可能に
なった。
　また最近は、高齢化の影響で慢性腎臓病（CKD）が増
加しているため、CKD患者のお薬手帳にシールを貼付す

ることで患者の腎機能が低下していることを共有し、薬
物治療に対する注意喚起を促す取り組みも行われてい
るという。

さらなるステップアップを目指して

　最後に、地域における薬薬連携の今後の課題につい
て阿部氏に伺った。現状では大きな問題点はなく、この
まま継続していくことでさらに顔の見える関係の構築を
広げていきたいと前置きした上で、課題を挙げるとすれ
ば「退院前カンファレンス」への積極的な参画であると
いう。
　鶴岡市立荘内病院では、患者の退院時に主治医、かか
りつけ医、看護師、ケアマネジャー、薬剤師などが集まり退
院前カンファレンスを行っている。ここには患者や家族が
参加することもあり、退院後に地域の中で患者が安心して
暮らすための方針などの情報が共有されることとなる。病
院薬剤師においても、この退院前カンファレンスは、薬薬
連携を考える上で病院薬剤師と保険薬局薬剤師の双方
にとって大変メリットのある機会であることから、今後はよ
り積極的に参画していく必要があると語る。
　また、鶴岡・三川地区独自の患者情報共有ツールである
Net4Uは、在宅療養での利用は定着しているものの、それ
以外への普及はまだ十分ではないという。Net4Uは既に
がん診療連携指定病院の電子カルテとも連動しており、
病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間でもさらに活用が促進
されることが望ましいと阿部氏は言う。
　地域の中で病院薬剤師と保険薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりが日々進化する「つるやくネットワーク」の
取り組みには学ぶことも多く、今後も目が離せない。

表１　Net4U参加施設数 写真3　一般向け、患者向けの研修会

写真２　多職種地域交流会「ふらっと会」 図1　保険薬局薬剤師に伝えたほうが良いと思う情報は何ですか／
　　  病院薬剤師から伝えて欲しいと思う情報は何ですか

写真１　寸劇「あなたが、家族が、がんと診断されたら」

2017年12月末現在
参加施設 施設数

病院
診療所

歯科診療所
調剤薬局

訪問看護・リハビリ
訪問入浴

5
33
11
25
7
2

参加施設 施設数
居宅介護支援事業所

地域包括ケア支援センター
特別養護老人ホーム
介護老人保険施設
有料老人ホーム

その他
合　計

23
3
3
1
3
4
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つるおか健康塾

がん患者と家族のための「ほっと広場」

様々な医療情報を医師や看護師、栄養士などが分かりやすく話す、地
域市民の学びの場。隔月開催で参加費は無料。

がん患者とその家族が、同じ境遇の人々と悩みを語り、共感し合える
場を隔月で設けている。リフレッシュできるプログラムもある。

救急蘇生法（AED操作） 緩和ケアのお話

脱毛ケアとお肌の手入れのお話 立ってできる体と脚の運動

病名

（％）

病状の認識
（がん告知の有無など）

調剤上の注意点
（一包化、剤型選択など）

コンプライアンスの
問題点

抗がん剤レジメン

適応外使用薬剤の
処方意図

医療用麻薬と
知っているか

認知障害の有無

家庭環境

介護保険申請の有無

介護サービスの
利用状況

医師の治療方針

副作用歴や
アレルギー歴

血液検査データ

回答者 保険薬局薬剤師（N=106）
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病院薬剤師（N=28）
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寸劇の様子
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「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」の
モデル地区として始動

　日本海沿岸(庄内地方)南部にある人口約13～14万人
の都市、山形県鶴岡・三川地区。少子高齢化の急速な進展
に伴う医療資源の問題など、日本が直面する典型的な
社会的課題を抱えている中で、がん在宅医療の先進地域
のひとつとして注目されている。
　がん在宅医療を牽引するのは鶴岡市と三川町を主な
診療圏とする鶴岡市立荘内病院で、庄内地域における
地域がん診療連携指定病院として、がん診療に積極的に
取り組んでいる。また2008年から3年間にわたって行わ
れた厚生労働省のがん総合戦略研究事業「緩和ケア普
及のための地域プロジェクト (以下、OPTIM)※」に参加し
た際には、同院が事業推進にあたって中心的な役割を
果した。　
　鶴岡・三川地区は、OPTIM事業に参加したことで、がん
連携が大きく変わったという。

「在宅療養がどのようなものかを知る」ことから
手探りでスタート

　緩和ケア普及の実際の活動にあたっては、OPTIM事業
開始時に、同地域在住の不特定の患者・住民・医療者を対
象にがん緩和ケアに関する状況などを調査した。その結
果、「住民のがん医療に対する安心感が最も低い地域」と
いう現状が報告されている。
　今でこそ様々な薬薬連携に関する活動が行われている

「つるやくネットワーク」も、がん薬物療法と緩和ケアに関す
る地域医療促進を目的とした薬薬
連携は、手探りでスタートしてい
る。
　当時の「がん医療に対する認
識」について、「つるやくネットワー
ク」設立の中心人物のひとりとして
指導をしてきた鶴岡市立荘内病院 
診療部薬局の阿部和人氏(以下、
阿部氏)は、鶴岡・三川地区は選定

された全国4カ所のモデル地区の中で最も緩和ケアが未
整備な地区で、在宅療養も難しかったと振り返る。
　そこでまず、患者さんとそのご家族の緩和ケアや在宅
療養に対する啓発活動に着手した。「市民向け緩和ケア
の講演会では、医療関係者が出演している寸劇を上演
するなど、がん患者さんが安心して在宅療養を受けられ
るような取り組みに注力しました（写真1）」と阿部氏は
語る。
　一方で、幸いにも同地区では地域で患者情報を共有す
る医療ネットワークとして、鶴岡地区医師会により既に整
備されていた「Net4U（ネットフォーユー）」が稼働してお
り、在宅療養における多職種間連携のツールとして重要
な役割を果たした（表1）。
　Net4Uは 「the New e-teamwork by 4Units」の略であ
り、4Unitsは病院・かかりつけ医・看護介護・検査センター
を指し、“for you”との意味も掛け合わせている。Net4Uで
医療機関または訪問看護ステーションが患者情報を登録
し、登録した患者情報を共有したいと思われる施設側を
招待、招待を受けた施設はこれを受理する処理を行うこと
で患者情報の共有化が開始されるようになる。このNet4U
を基盤とした連携が進展することで、特に介護職が自信を
深め、患者や家族の在宅療養への参画意識も向上したと
いう。

多職種を結び付ける場として機能する
「庄内プロジェクト」

　鶴岡・三川地区のOPTIM事業は「庄内プロジェクト」の
愛称で呼ばれ、多職種連携の促進と多職種がフラットな
関係で議論が行える場の確保という意味でも大きな役割
を果たした。
　各職種内または多職種間による連携の会が複数発足

し、活動がスタートした。例えば、医師による「南庄内在宅
医療を考える会」、看護師による「地域看看連携検討会」、
後述する薬剤師による「つるやくネットワーク」、栄養士に
よる「南庄内栄養と食の連携を考える会」、病院看護師と
ケアマネジャーによる「医療と介護の連携研修会」、さらに
多職種による地域連携交流会「ふらっと会」（写真2）など
だ。
　同職種間または多職種間で顔を合わせて議論や研修
を行っていくことで、現状の問題点や課題の共有、コミュニ
ケーションの構築、そして信頼関係の醸成などに結び付く
と阿部氏は語る。
　また、患者に対する啓発活動も活発で、現在でも頻繁に
市民公開講座、がん患者と家族の会「ほっと広場」「出張講
演会」「つるおか健康塾」など多彩な研修会が開催されて
いる（写真3）。
　さらに、がん緩和ケアを普及するにあたり、医療従事者
のスキルアップ研修会も積極的に行われた。具体的な
テーマとしては、「オピオイドの使用法」「痛み以外の身体
症状のマネジメント（消化器、呼吸器）」「精神的苦痛の緩

和」「訪問看護の役割と現状」「尿路管理について」「褥瘡
管理と皮膚転移」などで、テーマに応じて各職種が講師と
なり研修会が実施された。このように、「庄内プロジェクト」
は多職種を結び付ける場として機能し、がん患者が在宅
医療を安心して受けるための医療従事者のスキルアップ
にも貢献したことがわかる。
　阿部氏は、この時期「庄内プロジェクト」で学んだことに
ついて、次のように語る。
　「がん終末期の患者さんを在宅で看取る経験がほとん
どなかったこの地域において、在宅緩和ケアの連携体制
を進めることができました。また“ホスピス・ケアはコミュニ
ティ・ケアである”を基本として、地域住民と医療機関、行政
が緊密な連携をとり専門家チームを作り上げることが、こ
のプロジェクトを成功させる鍵であることがわかりました。
そして、在宅ケアから得られた感動を地域全体で共有する
ことで、より効果的な緩和ケアの拡がりが期待できると思
います。さらに、病院内における緩和ケアチームの活動の
充実が、在宅療養への移行を促進する原動力となること
を実感ました」。

病院薬剤師と保険薬局薬剤師を結ぶ
「つるやくネットワーク」の発足と活動の歩み

　OPTIM事業は2010年度に終了し、その後は鶴岡市立
荘内病院と鶴岡地区医師会などが中心となり「南庄内
緩和ケア推進協議会」が設立され、「庄内プロジェクト」は
地域における緩和ケアの支援活動として継続されている。
現在、このプロジェクトはがん患者の在宅医療推進の面で
大きな成果を上げており、「庄内モデル」として全国からも
注目されている。
　この「庄内プロジェクト」においても「つるやくネットワー
ク」の薬薬連携の取り組みは、大きな役割を果たしている。
あらためて、その発足前後からの活動の足跡を追ってみ
る。
　「2009年7月、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との連携
を深めるための活動を既に開始していた長崎県地域の
Pネット（長崎薬剤師在宅医療研究会）について学ぶため、
Pネットの代表者を講師に招き、第1回の連携学習会を開
催しました。この学習会をきっかけに、鶴岡・三川地区の
薬剤師ネットワークとして“つるやくネットワーク”が発足し
ました」（阿部氏）。
　「つるやくネットワーク」の活動開始当初は、全国から著
名な講師を呼んで講演を聴く研修会スタイルで実施し、各
地の事例を学んだという。その後はより実践的な連携に向
けて、関心の高いテーマを選定し、地域の病院薬剤師や
保険薬局薬剤師を講師とした研修会を企画した。これらの
企画を通して、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解
が深められるようになった。
　そして、発足3年後の2012年に、鶴岡市立荘内病院の

緩和ケア専門医のサポートのもと、がん治療に関する
薬薬連携の取り組みについてのアンケート調査と、計3回
のグループディスカッションを実施した。
　また、2013年には公益財団法人 在宅医療助成 勇美記
念財団の一般公募「在宅医療への助成」を受け、「地域に
おけるがん薬物療法と緩和医療に関する薬薬連携を促進
するための取り組み」と題した研究テーマの報告書を提出
している。この報告書には、鶴岡・三川地区の「病院薬剤師
と保険薬局薬剤師の約70％が、がん医療において病院と
保険薬局との薬薬連携の必要性」を感じており、「グルー
プディスカッションは薬薬連携の課題解決に有用」と評価
していたことなどがまとめられている。また、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師が連携にあたって共有すべき患者情報と
して、「がん告知の有無などの病状の認識」との回答が多く
寄せられたほか、「調剤上の注意点」「適応外使用薬剤の
処方意図」など薬剤情報もニーズが高いことなど参考にな
る結果も出ている（図1）。さらに、地域医療連携において
重要なこととして、「病院薬剤師と保険薬局薬剤師が顔を
合わせた意見交換の場を作ること」「薬剤師を対象とし
た医師による研修会や交流会などを通じて医師との関
係を深めること」などが挙げられた。つまり職種や施設の
壁を超えて「顔の見える関係」を構築することが地域連
携の基盤となることが強調されていた。

集いの場を通じた「顔の見える関係」の構築。
研修会や講演会は意識して参加する

　前述の勇美記念財団報告書にある「つるやくネットワー
ク」で行われたグループディスカッションでは、病院薬剤師
と保険薬局薬剤師が「顔の見える関係」を構築するための
工夫がなされていた。グループディスカッションには鶴岡・
三川地区の5病院および56店舗の保険薬局から薬剤師
が参加し、複数人でいろいろなアイデアをぶつけ合い、斬
新なアイデアを発掘するブレーンストーミング方式を採用
した。所属や経験年齢が偏らないように配慮された各5～
7名のグループが構成され、与えられたテーマについて自
分の考えを付箋に記載して、似た内容を模造紙上で分類
しながら意見交換が進められた（写真4）。テーマは、1回目
が「薬剤師としてがん患者に対する服薬指導について抱
える課題と解決案」、2回目が「がん患者の服薬指導にお
ける病院と保険薬局の薬剤師間の連携に関する課題と解
決案」、3回目は「外来化学療法患者における点滴抗がん
剤のお薬手帳を用いた情報共有に向けての課題と要望」
であった。
　グループディスカッションでは、病院薬剤師と保険薬局
薬剤師の薬薬連携を円滑に進めるためのポイントとし
て、どのようなことが抽出されたのだろうか。阿部氏に
伺った。
　「まず、保険薬局薬剤師ががん患者さんへの服薬指導
などで困った場合、主治医への橋渡し役として相談窓口と
なる病院薬剤師を決め、顔がわかるようにすることの大切
さに気付きました。また、病院薬剤師が行う内服の抗がん
剤や医療用麻薬の指導内容を、患者さんが利用する保険
薬局の薬剤師に伝達する体制も整える必要性が明らかに
なりました。加えて、保険薬局薬剤師を対象とした抗がん
剤の勉強会などを活用し、講師となる医師ががん患者さ
んに対する告知や病状説明をどのように行っているのか、
直接顔を会わせて聞くような機会を作っておくことも重要
という共通認識ができました」。

　また2015年には、「つるやくネットワーク」と鶴岡薬剤師
会の生涯教育研修部会を合併し「つるやくネットワーク・
生涯学習研修部会」とし、それぞれ行ってきた研修会を一
本化したという。また、メンバーには若手薬剤師や女性薬
剤師を新規に加え、年齢層の幅を広げることで、様々な意
見が取り入れられるような工夫もされている。
　その後、研修会のテーマはがん領域以外にも広げられ
るようになり、2016年には「大変動時代を迎えた糖尿病治
療～血圧・血糖・脂質変動それぞれへの介入手段とは？」

「乳がん患者さんのあれこれ」、さらに酒田地区薬剤師会と
合同で「それぞれの地区での在宅医療の現状報告」など
のテーマで研修会が実施されている。
　「つるやくネットワーク」の研修会には、最近は、毎回50
名を超える薬剤師が参加し、盛況に開催されている。その
秘訣は研修会が主催者側からの押し付けではなく、参加
者の希望により開催され、テーマも参加者が学びたい話
題を取り上げていることにあるという。

薬薬連携推進の人的ネットワーク構築のノウハウ

　また地域の中で薬薬連携を立ち上げていくためのノウ
ハウについては、まず病院薬剤師側と保険薬局薬剤師側
から1人ずつ代表者を選出し、この2人がface to faceで理
念を共有し、連携の方向性などについて徹底的に話し合
うことが重要であり、そこからコアメンバーの組織化に繋
げていくことがポイントと阿部氏は指摘する。
　「つるやくネットワーク」の始動にあたっては、鶴岡地区
薬剤師会からOPTIMに派遣された保険薬局薬剤師の
篠田太朗氏の存在が大きかったと阿部氏は言う。その後、

「つるやくネットワーク」では5名（病院薬剤師3名、保険薬
局薬剤師2名）のコアメンバーが組織され、活発な交流を
通じて信頼関係や仲間意識が強固なものとなっていっ
た。このコアメンバーの交流をきっかけに、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師の人的ネットワークが地域全体に広がっ
ている。
　さらに、鶴岡・三川地区は人口が前述のように13～14
万人であることも、病院薬剤師と保険薬局薬剤師が「顔の
見える関係」を構築するために、規模的にもちょうど良かっ
たのではないかと阿部氏は指摘する。

がん患者に対する薬薬連携の具体的な取り組み

　では、「つるやくネットワーク」によって構築された人脈
を活かし、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間で具体的に
はどのような連携が行われているのだろうか。
　病院薬剤師の立場として阿部氏らが最初に取り組んだ
のは、オピオイド新規導入時の服薬指導と保険薬局への
情報提供に関する取り組みだったという。
　鶴岡市立荘内病院で外来がん患者に対してオピオイド
が初回導入される際、院外処方されることがある。この場

合、保険薬局では患者情報が絶対的に不足していること
から、詳しい服薬指導ができないケースが多くみられた。
そこで、オピオイドの初回導入時には、院内処方だけでな
く院外処方の患者に対しても、病院の薬局指導室にてオピ
オイドの効能・効果、副作用、レスキュー（頓服薬）の使い
方などについて説明するとともに、医療用麻薬について

「使うと寿命が縮む」「末期に使用する」などの間違った知
識を払拭することに注力した。
　その際、イラストを使用したわかりやすい患者説明用資
料（図2）を活用した情報提供に努め、患者からの評判も良
い。また、患者に説明した内容は院外処方箋を応需する保
険薬局にも報告することとし、この取り組みは、保険薬局
から高い評価を受けている。
　「患者さんは、聞きたいことがあっても直接主治医に連
絡することに躊躇される方が多いため、病院薬剤師が薬
に関する情報提供ができれば理想的です。“つるやくネット
ワーク”の活動を通じてこれが実現されつつあります。病院
薬剤師への患者さんからの相談や保険薬局薬剤師からの
疑義照会なども増えています」と阿部氏は薬薬連携の成
果について語った。
　一方、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との間における患
者情報の共有ツールとしては、主にお薬手帳が使われて
いる。
　外来化学療法については、医師へのアンケート調査を
もとに、レジメンをシールにしてお薬手帳に貼付すること
とした（図3）。これにより保険薬局では、レジメンを理解し
た上で適切な患者指導や処方監査を行うことが可能に
なった。
　また最近は、高齢化の影響で慢性腎臓病（CKD）が増
加しているため、CKD患者のお薬手帳にシールを貼付す

ることで患者の腎機能が低下していることを共有し、薬
物治療に対する注意喚起を促す取り組みも行われてい
るという。

さらなるステップアップを目指して

　最後に、地域における薬薬連携の今後の課題につい
て阿部氏に伺った。現状では大きな問題点はなく、この
まま継続していくことでさらに顔の見える関係の構築を
広げていきたいと前置きした上で、課題を挙げるとすれ
ば「退院前カンファレンス」への積極的な参画であると
いう。
　鶴岡市立荘内病院では、患者の退院時に主治医、かか
りつけ医、看護師、ケアマネジャー、薬剤師などが集まり退
院前カンファレンスを行っている。ここには患者や家族が
参加することもあり、退院後に地域の中で患者が安心して
暮らすための方針などの情報が共有されることとなる。病
院薬剤師においても、この退院前カンファレンスは、薬薬
連携を考える上で病院薬剤師と保険薬局薬剤師の双方
にとって大変メリットのある機会であることから、今後はよ
り積極的に参画していく必要があると語る。
　また、鶴岡・三川地区独自の患者情報共有ツールである
Net4Uは、在宅療養での利用は定着しているものの、それ
以外への普及はまだ十分ではないという。Net4Uは既に
がん診療連携指定病院の電子カルテとも連動しており、
病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間でもさらに活用が促進
されることが望ましいと阿部氏は言う。
　地域の中で病院薬剤師と保険薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりが日々進化する「つるやくネットワーク」の
取り組みには学ぶことも多く、今後も目が離せない。

表１　Net4U参加施設数 写真3　一般向け、患者向けの研修会

写真２　多職種地域交流会「ふらっと会」 図1　保険薬局薬剤師に伝えたほうが良いと思う情報は何ですか／
　　  病院薬剤師から伝えて欲しいと思う情報は何ですか

写真１　寸劇「あなたが、家族が、がんと診断されたら」

2017年12月末現在
参加施設 施設数

病院
診療所

歯科診療所
調剤薬局

訪問看護・リハビリ
訪問入浴

5
33
11
25
7
2

参加施設 施設数
居宅介護支援事業所

地域包括ケア支援センター
特別養護老人ホーム
介護老人保険施設
有料老人ホーム

その他
合　計

23
3
3
1
3
4
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つるおか健康塾

がん患者と家族のための「ほっと広場」

様々な医療情報を医師や看護師、栄養士などが分かりやすく話す、地
域市民の学びの場。隔月開催で参加費は無料。

がん患者とその家族が、同じ境遇の人々と悩みを語り、共感し合える
場を隔月で設けている。リフレッシュできるプログラムもある。

救急蘇生法（AED操作） 緩和ケアのお話

脱毛ケアとお肌の手入れのお話 立ってできる体と脚の運動

病名

（％）

病状の認識
（がん告知の有無など）

調剤上の注意点
（一包化、剤型選択など）

コンプライアンスの
問題点

抗がん剤レジメン

適応外使用薬剤の
処方意図

医療用麻薬と
知っているか

認知障害の有無

家庭環境

介護保険申請の有無

介護サービスの
利用状況

医師の治療方針

副作用歴や
アレルギー歴

血液検査データ

回答者 保険薬局薬剤師（N=106）
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病院薬剤師（N=28）

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団報告書 2013.

（複数回答）

寸劇の様子
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「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」の
モデル地区として始動

　日本海沿岸(庄内地方)南部にある人口約13～14万人
の都市、山形県鶴岡・三川地区。少子高齢化の急速な進展
に伴う医療資源の問題など、日本が直面する典型的な
社会的課題を抱えている中で、がん在宅医療の先進地域
のひとつとして注目されている。
　がん在宅医療を牽引するのは鶴岡市と三川町を主な
診療圏とする鶴岡市立荘内病院で、庄内地域における
地域がん診療連携指定病院として、がん診療に積極的に
取り組んでいる。また2008年から3年間にわたって行わ
れた厚生労働省のがん総合戦略研究事業「緩和ケア普
及のための地域プロジェクト (以下、OPTIM)※」に参加し
た際には、同院が事業推進にあたって中心的な役割を
果した。　
　鶴岡・三川地区は、OPTIM事業に参加したことで、がん
連携が大きく変わったという。

「在宅療養がどのようなものかを知る」ことから
手探りでスタート

　緩和ケア普及の実際の活動にあたっては、OPTIM事業
開始時に、同地域在住の不特定の患者・住民・医療者を対
象にがん緩和ケアに関する状況などを調査した。その結
果、「住民のがん医療に対する安心感が最も低い地域」と
いう現状が報告されている。
　今でこそ様々な薬薬連携に関する活動が行われている

「つるやくネットワーク」も、がん薬物療法と緩和ケアに関す
る地域医療促進を目的とした薬薬
連携は、手探りでスタートしてい
る。
　当時の「がん医療に対する認
識」について、「つるやくネットワー
ク」設立の中心人物のひとりとして
指導をしてきた鶴岡市立荘内病院 
診療部薬局の阿部和人氏(以下、
阿部氏)は、鶴岡・三川地区は選定

された全国4カ所のモデル地区の中で最も緩和ケアが未
整備な地区で、在宅療養も難しかったと振り返る。
　そこでまず、患者さんとそのご家族の緩和ケアや在宅
療養に対する啓発活動に着手した。「市民向け緩和ケア
の講演会では、医療関係者が出演している寸劇を上演
するなど、がん患者さんが安心して在宅療養を受けられ
るような取り組みに注力しました（写真1）」と阿部氏は
語る。
　一方で、幸いにも同地区では地域で患者情報を共有す
る医療ネットワークとして、鶴岡地区医師会により既に整
備されていた「Net4U（ネットフォーユー）」が稼働してお
り、在宅療養における多職種間連携のツールとして重要
な役割を果たした（表1）。
　Net4Uは 「the New e-teamwork by 4Units」の略であ
り、4Unitsは病院・かかりつけ医・看護介護・検査センター
を指し、“for you”との意味も掛け合わせている。Net4Uで
医療機関または訪問看護ステーションが患者情報を登録
し、登録した患者情報を共有したいと思われる施設側を
招待、招待を受けた施設はこれを受理する処理を行うこと
で患者情報の共有化が開始されるようになる。このNet4U
を基盤とした連携が進展することで、特に介護職が自信を
深め、患者や家族の在宅療養への参画意識も向上したと
いう。

多職種を結び付ける場として機能する
「庄内プロジェクト」

　鶴岡・三川地区のOPTIM事業は「庄内プロジェクト」の
愛称で呼ばれ、多職種連携の促進と多職種がフラットな
関係で議論が行える場の確保という意味でも大きな役割
を果たした。
　各職種内または多職種間による連携の会が複数発足

し、活動がスタートした。例えば、医師による「南庄内在宅
医療を考える会」、看護師による「地域看看連携検討会」、
後述する薬剤師による「つるやくネットワーク」、栄養士に
よる「南庄内栄養と食の連携を考える会」、病院看護師と
ケアマネジャーによる「医療と介護の連携研修会」、さらに
多職種による地域連携交流会「ふらっと会」（写真2）など
だ。
　同職種間または多職種間で顔を合わせて議論や研修
を行っていくことで、現状の問題点や課題の共有、コミュニ
ケーションの構築、そして信頼関係の醸成などに結び付く
と阿部氏は語る。
　また、患者に対する啓発活動も活発で、現在でも頻繁に
市民公開講座、がん患者と家族の会「ほっと広場」「出張講
演会」「つるおか健康塾」など多彩な研修会が開催されて
いる（写真3）。
　さらに、がん緩和ケアを普及するにあたり、医療従事者
のスキルアップ研修会も積極的に行われた。具体的な
テーマとしては、「オピオイドの使用法」「痛み以外の身体
症状のマネジメント（消化器、呼吸器）」「精神的苦痛の緩

和」「訪問看護の役割と現状」「尿路管理について」「褥瘡
管理と皮膚転移」などで、テーマに応じて各職種が講師と
なり研修会が実施された。このように、「庄内プロジェクト」
は多職種を結び付ける場として機能し、がん患者が在宅
医療を安心して受けるための医療従事者のスキルアップ
にも貢献したことがわかる。
　阿部氏は、この時期「庄内プロジェクト」で学んだことに
ついて、次のように語る。
　「がん終末期の患者さんを在宅で看取る経験がほとん
どなかったこの地域において、在宅緩和ケアの連携体制
を進めることができました。また“ホスピス・ケアはコミュニ
ティ・ケアである”を基本として、地域住民と医療機関、行政
が緊密な連携をとり専門家チームを作り上げることが、こ
のプロジェクトを成功させる鍵であることがわかりました。
そして、在宅ケアから得られた感動を地域全体で共有する
ことで、より効果的な緩和ケアの拡がりが期待できると思
います。さらに、病院内における緩和ケアチームの活動の
充実が、在宅療養への移行を促進する原動力となること
を実感ました」。

病院薬剤師と保険薬局薬剤師を結ぶ
「つるやくネットワーク」の発足と活動の歩み

　OPTIM事業は2010年度に終了し、その後は鶴岡市立
荘内病院と鶴岡地区医師会などが中心となり「南庄内
緩和ケア推進協議会」が設立され、「庄内プロジェクト」は
地域における緩和ケアの支援活動として継続されている。
現在、このプロジェクトはがん患者の在宅医療推進の面で
大きな成果を上げており、「庄内モデル」として全国からも
注目されている。
　この「庄内プロジェクト」においても「つるやくネットワー
ク」の薬薬連携の取り組みは、大きな役割を果たしている。
あらためて、その発足前後からの活動の足跡を追ってみ
る。
　「2009年7月、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との連携
を深めるための活動を既に開始していた長崎県地域の
Pネット（長崎薬剤師在宅医療研究会）について学ぶため、
Pネットの代表者を講師に招き、第1回の連携学習会を開
催しました。この学習会をきっかけに、鶴岡・三川地区の
薬剤師ネットワークとして“つるやくネットワーク”が発足し
ました」（阿部氏）。
　「つるやくネットワーク」の活動開始当初は、全国から著
名な講師を呼んで講演を聴く研修会スタイルで実施し、各
地の事例を学んだという。その後はより実践的な連携に向
けて、関心の高いテーマを選定し、地域の病院薬剤師や
保険薬局薬剤師を講師とした研修会を企画した。これらの
企画を通して、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解
が深められるようになった。
　そして、発足3年後の2012年に、鶴岡市立荘内病院の

緩和ケア専門医のサポートのもと、がん治療に関する
薬薬連携の取り組みについてのアンケート調査と、計3回
のグループディスカッションを実施した。
　また、2013年には公益財団法人 在宅医療助成 勇美記
念財団の一般公募「在宅医療への助成」を受け、「地域に
おけるがん薬物療法と緩和医療に関する薬薬連携を促進
するための取り組み」と題した研究テーマの報告書を提出
している。この報告書には、鶴岡・三川地区の「病院薬剤師
と保険薬局薬剤師の約70％が、がん医療において病院と
保険薬局との薬薬連携の必要性」を感じており、「グルー
プディスカッションは薬薬連携の課題解決に有用」と評価
していたことなどがまとめられている。また、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師が連携にあたって共有すべき患者情報と
して、「がん告知の有無などの病状の認識」との回答が多く
寄せられたほか、「調剤上の注意点」「適応外使用薬剤の
処方意図」など薬剤情報もニーズが高いことなど参考にな
る結果も出ている（図1）。さらに、地域医療連携において
重要なこととして、「病院薬剤師と保険薬局薬剤師が顔を
合わせた意見交換の場を作ること」「薬剤師を対象とし
た医師による研修会や交流会などを通じて医師との関
係を深めること」などが挙げられた。つまり職種や施設の
壁を超えて「顔の見える関係」を構築することが地域連
携の基盤となることが強調されていた。

集いの場を通じた「顔の見える関係」の構築。
研修会や講演会は意識して参加する

　前述の勇美記念財団報告書にある「つるやくネットワー
ク」で行われたグループディスカッションでは、病院薬剤師
と保険薬局薬剤師が「顔の見える関係」を構築するための
工夫がなされていた。グループディスカッションには鶴岡・
三川地区の5病院および56店舗の保険薬局から薬剤師
が参加し、複数人でいろいろなアイデアをぶつけ合い、斬
新なアイデアを発掘するブレーンストーミング方式を採用
した。所属や経験年齢が偏らないように配慮された各5～
7名のグループが構成され、与えられたテーマについて自
分の考えを付箋に記載して、似た内容を模造紙上で分類
しながら意見交換が進められた（写真4）。テーマは、1回目
が「薬剤師としてがん患者に対する服薬指導について抱
える課題と解決案」、2回目が「がん患者の服薬指導にお
ける病院と保険薬局の薬剤師間の連携に関する課題と解
決案」、3回目は「外来化学療法患者における点滴抗がん
剤のお薬手帳を用いた情報共有に向けての課題と要望」
であった。
　グループディスカッションでは、病院薬剤師と保険薬局
薬剤師の薬薬連携を円滑に進めるためのポイントとし
て、どのようなことが抽出されたのだろうか。阿部氏に
伺った。
　「まず、保険薬局薬剤師ががん患者さんへの服薬指導
などで困った場合、主治医への橋渡し役として相談窓口と
なる病院薬剤師を決め、顔がわかるようにすることの大切
さに気付きました。また、病院薬剤師が行う内服の抗がん
剤や医療用麻薬の指導内容を、患者さんが利用する保険
薬局の薬剤師に伝達する体制も整える必要性が明らかに
なりました。加えて、保険薬局薬剤師を対象とした抗がん
剤の勉強会などを活用し、講師となる医師ががん患者さ
んに対する告知や病状説明をどのように行っているのか、
直接顔を会わせて聞くような機会を作っておくことも重要
という共通認識ができました」。

　また2015年には、「つるやくネットワーク」と鶴岡薬剤師
会の生涯教育研修部会を合併し「つるやくネットワーク・
生涯学習研修部会」とし、それぞれ行ってきた研修会を一
本化したという。また、メンバーには若手薬剤師や女性薬
剤師を新規に加え、年齢層の幅を広げることで、様々な意
見が取り入れられるような工夫もされている。
　その後、研修会のテーマはがん領域以外にも広げられ
るようになり、2016年には「大変動時代を迎えた糖尿病治
療～血圧・血糖・脂質変動それぞれへの介入手段とは？」

「乳がん患者さんのあれこれ」、さらに酒田地区薬剤師会と
合同で「それぞれの地区での在宅医療の現状報告」など
のテーマで研修会が実施されている。
　「つるやくネットワーク」の研修会には、最近は、毎回50
名を超える薬剤師が参加し、盛況に開催されている。その
秘訣は研修会が主催者側からの押し付けではなく、参加
者の希望により開催され、テーマも参加者が学びたい話
題を取り上げていることにあるという。

薬薬連携推進の人的ネットワーク構築のノウハウ

　また地域の中で薬薬連携を立ち上げていくためのノウ
ハウについては、まず病院薬剤師側と保険薬局薬剤師側
から1人ずつ代表者を選出し、この2人がface to faceで理
念を共有し、連携の方向性などについて徹底的に話し合
うことが重要であり、そこからコアメンバーの組織化に繋
げていくことがポイントと阿部氏は指摘する。
　「つるやくネットワーク」の始動にあたっては、鶴岡地区
薬剤師会からOPTIMに派遣された保険薬局薬剤師の
篠田太朗氏の存在が大きかったと阿部氏は言う。その後、

「つるやくネットワーク」では5名（病院薬剤師3名、保険薬
局薬剤師2名）のコアメンバーが組織され、活発な交流を
通じて信頼関係や仲間意識が強固なものとなっていっ
た。このコアメンバーの交流をきっかけに、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師の人的ネットワークが地域全体に広がっ
ている。
　さらに、鶴岡・三川地区は人口が前述のように13～14
万人であることも、病院薬剤師と保険薬局薬剤師が「顔の
見える関係」を構築するために、規模的にもちょうど良かっ
たのではないかと阿部氏は指摘する。

がん患者に対する薬薬連携の具体的な取り組み

　では、「つるやくネットワーク」によって構築された人脈
を活かし、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間で具体的に
はどのような連携が行われているのだろうか。
　病院薬剤師の立場として阿部氏らが最初に取り組んだ
のは、オピオイド新規導入時の服薬指導と保険薬局への
情報提供に関する取り組みだったという。
　鶴岡市立荘内病院で外来がん患者に対してオピオイド
が初回導入される際、院外処方されることがある。この場

合、保険薬局では患者情報が絶対的に不足していること
から、詳しい服薬指導ができないケースが多くみられた。
そこで、オピオイドの初回導入時には、院内処方だけでな
く院外処方の患者に対しても、病院の薬局指導室にてオピ
オイドの効能・効果、副作用、レスキュー（頓服薬）の使い
方などについて説明するとともに、医療用麻薬について

「使うと寿命が縮む」「末期に使用する」などの間違った知
識を払拭することに注力した。
　その際、イラストを使用したわかりやすい患者説明用資
料（図2）を活用した情報提供に努め、患者からの評判も良
い。また、患者に説明した内容は院外処方箋を応需する保
険薬局にも報告することとし、この取り組みは、保険薬局
から高い評価を受けている。
　「患者さんは、聞きたいことがあっても直接主治医に連
絡することに躊躇される方が多いため、病院薬剤師が薬
に関する情報提供ができれば理想的です。“つるやくネット
ワーク”の活動を通じてこれが実現されつつあります。病院
薬剤師への患者さんからの相談や保険薬局薬剤師からの
疑義照会なども増えています」と阿部氏は薬薬連携の成
果について語った。
　一方、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との間における患
者情報の共有ツールとしては、主にお薬手帳が使われて
いる。
　外来化学療法については、医師へのアンケート調査を
もとに、レジメンをシールにしてお薬手帳に貼付すること
とした（図3）。これにより保険薬局では、レジメンを理解し
た上で適切な患者指導や処方監査を行うことが可能に
なった。
　また最近は、高齢化の影響で慢性腎臓病（CKD）が増
加しているため、CKD患者のお薬手帳にシールを貼付す

ることで患者の腎機能が低下していることを共有し、薬
物治療に対する注意喚起を促す取り組みも行われてい
るという。

さらなるステップアップを目指して

　最後に、地域における薬薬連携の今後の課題につい
て阿部氏に伺った。現状では大きな問題点はなく、この
まま継続していくことでさらに顔の見える関係の構築を
広げていきたいと前置きした上で、課題を挙げるとすれ
ば「退院前カンファレンス」への積極的な参画であると
いう。
　鶴岡市立荘内病院では、患者の退院時に主治医、かか
りつけ医、看護師、ケアマネジャー、薬剤師などが集まり退
院前カンファレンスを行っている。ここには患者や家族が
参加することもあり、退院後に地域の中で患者が安心して
暮らすための方針などの情報が共有されることとなる。病
院薬剤師においても、この退院前カンファレンスは、薬薬
連携を考える上で病院薬剤師と保険薬局薬剤師の双方
にとって大変メリットのある機会であることから、今後はよ
り積極的に参画していく必要があると語る。
　また、鶴岡・三川地区独自の患者情報共有ツールである
Net4Uは、在宅療養での利用は定着しているものの、それ
以外への普及はまだ十分ではないという。Net4Uは既に
がん診療連携指定病院の電子カルテとも連動しており、
病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間でもさらに活用が促進
されることが望ましいと阿部氏は言う。
　地域の中で病院薬剤師と保険薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりが日々進化する「つるやくネットワーク」の
取り組みには学ぶことも多く、今後も目が離せない。

写真4　グループディスカッション風景 図2　患者説明用資料 図3　レジメンをシールにしてお薬手帳に貼付
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「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」の
モデル地区として始動

　日本海沿岸(庄内地方)南部にある人口約13～14万人
の都市、山形県鶴岡・三川地区。少子高齢化の急速な進展
に伴う医療資源の問題など、日本が直面する典型的な
社会的課題を抱えている中で、がん在宅医療の先進地域
のひとつとして注目されている。
　がん在宅医療を牽引するのは鶴岡市と三川町を主な
診療圏とする鶴岡市立荘内病院で、庄内地域における
地域がん診療連携指定病院として、がん診療に積極的に
取り組んでいる。また2008年から3年間にわたって行わ
れた厚生労働省のがん総合戦略研究事業「緩和ケア普
及のための地域プロジェクト (以下、OPTIM)※」に参加し
た際には、同院が事業推進にあたって中心的な役割を
果した。　
　鶴岡・三川地区は、OPTIM事業に参加したことで、がん
連携が大きく変わったという。

「在宅療養がどのようなものかを知る」ことから
手探りでスタート

　緩和ケア普及の実際の活動にあたっては、OPTIM事業
開始時に、同地域在住の不特定の患者・住民・医療者を対
象にがん緩和ケアに関する状況などを調査した。その結
果、「住民のがん医療に対する安心感が最も低い地域」と
いう現状が報告されている。
　今でこそ様々な薬薬連携に関する活動が行われている

「つるやくネットワーク」も、がん薬物療法と緩和ケアに関す
る地域医療促進を目的とした薬薬
連携は、手探りでスタートしてい
る。
　当時の「がん医療に対する認
識」について、「つるやくネットワー
ク」設立の中心人物のひとりとして
指導をしてきた鶴岡市立荘内病院 
診療部薬局の阿部和人氏(以下、
阿部氏)は、鶴岡・三川地区は選定

された全国4カ所のモデル地区の中で最も緩和ケアが未
整備な地区で、在宅療養も難しかったと振り返る。
　そこでまず、患者さんとそのご家族の緩和ケアや在宅
療養に対する啓発活動に着手した。「市民向け緩和ケア
の講演会では、医療関係者が出演している寸劇を上演
するなど、がん患者さんが安心して在宅療養を受けられ
るような取り組みに注力しました（写真1）」と阿部氏は
語る。
　一方で、幸いにも同地区では地域で患者情報を共有す
る医療ネットワークとして、鶴岡地区医師会により既に整
備されていた「Net4U（ネットフォーユー）」が稼働してお
り、在宅療養における多職種間連携のツールとして重要
な役割を果たした（表1）。
　Net4Uは 「the New e-teamwork by 4Units」の略であ
り、4Unitsは病院・かかりつけ医・看護介護・検査センター
を指し、“for you”との意味も掛け合わせている。Net4Uで
医療機関または訪問看護ステーションが患者情報を登録
し、登録した患者情報を共有したいと思われる施設側を
招待、招待を受けた施設はこれを受理する処理を行うこと
で患者情報の共有化が開始されるようになる。このNet4U
を基盤とした連携が進展することで、特に介護職が自信を
深め、患者や家族の在宅療養への参画意識も向上したと
いう。

多職種を結び付ける場として機能する
「庄内プロジェクト」

　鶴岡・三川地区のOPTIM事業は「庄内プロジェクト」の
愛称で呼ばれ、多職種連携の促進と多職種がフラットな
関係で議論が行える場の確保という意味でも大きな役割
を果たした。
　各職種内または多職種間による連携の会が複数発足

し、活動がスタートした。例えば、医師による「南庄内在宅
医療を考える会」、看護師による「地域看看連携検討会」、
後述する薬剤師による「つるやくネットワーク」、栄養士に
よる「南庄内栄養と食の連携を考える会」、病院看護師と
ケアマネジャーによる「医療と介護の連携研修会」、さらに
多職種による地域連携交流会「ふらっと会」（写真2）など
だ。
　同職種間または多職種間で顔を合わせて議論や研修
を行っていくことで、現状の問題点や課題の共有、コミュニ
ケーションの構築、そして信頼関係の醸成などに結び付く
と阿部氏は語る。
　また、患者に対する啓発活動も活発で、現在でも頻繁に
市民公開講座、がん患者と家族の会「ほっと広場」「出張講
演会」「つるおか健康塾」など多彩な研修会が開催されて
いる（写真3）。
　さらに、がん緩和ケアを普及するにあたり、医療従事者
のスキルアップ研修会も積極的に行われた。具体的な
テーマとしては、「オピオイドの使用法」「痛み以外の身体
症状のマネジメント（消化器、呼吸器）」「精神的苦痛の緩

和」「訪問看護の役割と現状」「尿路管理について」「褥瘡
管理と皮膚転移」などで、テーマに応じて各職種が講師と
なり研修会が実施された。このように、「庄内プロジェクト」
は多職種を結び付ける場として機能し、がん患者が在宅
医療を安心して受けるための医療従事者のスキルアップ
にも貢献したことがわかる。
　阿部氏は、この時期「庄内プロジェクト」で学んだことに
ついて、次のように語る。
　「がん終末期の患者さんを在宅で看取る経験がほとん
どなかったこの地域において、在宅緩和ケアの連携体制
を進めることができました。また“ホスピス・ケアはコミュニ
ティ・ケアである”を基本として、地域住民と医療機関、行政
が緊密な連携をとり専門家チームを作り上げることが、こ
のプロジェクトを成功させる鍵であることがわかりました。
そして、在宅ケアから得られた感動を地域全体で共有する
ことで、より効果的な緩和ケアの拡がりが期待できると思
います。さらに、病院内における緩和ケアチームの活動の
充実が、在宅療養への移行を促進する原動力となること
を実感ました」。

病院薬剤師と保険薬局薬剤師を結ぶ
「つるやくネットワーク」の発足と活動の歩み

　OPTIM事業は2010年度に終了し、その後は鶴岡市立
荘内病院と鶴岡地区医師会などが中心となり「南庄内
緩和ケア推進協議会」が設立され、「庄内プロジェクト」は
地域における緩和ケアの支援活動として継続されている。
現在、このプロジェクトはがん患者の在宅医療推進の面で
大きな成果を上げており、「庄内モデル」として全国からも
注目されている。
　この「庄内プロジェクト」においても「つるやくネットワー
ク」の薬薬連携の取り組みは、大きな役割を果たしている。
あらためて、その発足前後からの活動の足跡を追ってみ
る。
　「2009年7月、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との連携
を深めるための活動を既に開始していた長崎県地域の
Pネット（長崎薬剤師在宅医療研究会）について学ぶため、
Pネットの代表者を講師に招き、第1回の連携学習会を開
催しました。この学習会をきっかけに、鶴岡・三川地区の
薬剤師ネットワークとして“つるやくネットワーク”が発足し
ました」（阿部氏）。
　「つるやくネットワーク」の活動開始当初は、全国から著
名な講師を呼んで講演を聴く研修会スタイルで実施し、各
地の事例を学んだという。その後はより実践的な連携に向
けて、関心の高いテーマを選定し、地域の病院薬剤師や
保険薬局薬剤師を講師とした研修会を企画した。これらの
企画を通して、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解
が深められるようになった。
　そして、発足3年後の2012年に、鶴岡市立荘内病院の

緩和ケア専門医のサポートのもと、がん治療に関する
薬薬連携の取り組みについてのアンケート調査と、計3回
のグループディスカッションを実施した。
　また、2013年には公益財団法人 在宅医療助成 勇美記
念財団の一般公募「在宅医療への助成」を受け、「地域に
おけるがん薬物療法と緩和医療に関する薬薬連携を促進
するための取り組み」と題した研究テーマの報告書を提出
している。この報告書には、鶴岡・三川地区の「病院薬剤師
と保険薬局薬剤師の約70％が、がん医療において病院と
保険薬局との薬薬連携の必要性」を感じており、「グルー
プディスカッションは薬薬連携の課題解決に有用」と評価
していたことなどがまとめられている。また、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師が連携にあたって共有すべき患者情報と
して、「がん告知の有無などの病状の認識」との回答が多く
寄せられたほか、「調剤上の注意点」「適応外使用薬剤の
処方意図」など薬剤情報もニーズが高いことなど参考にな
る結果も出ている（図1）。さらに、地域医療連携において
重要なこととして、「病院薬剤師と保険薬局薬剤師が顔を
合わせた意見交換の場を作ること」「薬剤師を対象とし
た医師による研修会や交流会などを通じて医師との関
係を深めること」などが挙げられた。つまり職種や施設の
壁を超えて「顔の見える関係」を構築することが地域連
携の基盤となることが強調されていた。

集いの場を通じた「顔の見える関係」の構築。
研修会や講演会は意識して参加する

　前述の勇美記念財団報告書にある「つるやくネットワー
ク」で行われたグループディスカッションでは、病院薬剤師
と保険薬局薬剤師が「顔の見える関係」を構築するための
工夫がなされていた。グループディスカッションには鶴岡・
三川地区の5病院および56店舗の保険薬局から薬剤師
が参加し、複数人でいろいろなアイデアをぶつけ合い、斬
新なアイデアを発掘するブレーンストーミング方式を採用
した。所属や経験年齢が偏らないように配慮された各5～
7名のグループが構成され、与えられたテーマについて自
分の考えを付箋に記載して、似た内容を模造紙上で分類
しながら意見交換が進められた（写真4）。テーマは、1回目
が「薬剤師としてがん患者に対する服薬指導について抱
える課題と解決案」、2回目が「がん患者の服薬指導にお
ける病院と保険薬局の薬剤師間の連携に関する課題と解
決案」、3回目は「外来化学療法患者における点滴抗がん
剤のお薬手帳を用いた情報共有に向けての課題と要望」
であった。
　グループディスカッションでは、病院薬剤師と保険薬局
薬剤師の薬薬連携を円滑に進めるためのポイントとし
て、どのようなことが抽出されたのだろうか。阿部氏に
伺った。
　「まず、保険薬局薬剤師ががん患者さんへの服薬指導
などで困った場合、主治医への橋渡し役として相談窓口と
なる病院薬剤師を決め、顔がわかるようにすることの大切
さに気付きました。また、病院薬剤師が行う内服の抗がん
剤や医療用麻薬の指導内容を、患者さんが利用する保険
薬局の薬剤師に伝達する体制も整える必要性が明らかに
なりました。加えて、保険薬局薬剤師を対象とした抗がん
剤の勉強会などを活用し、講師となる医師ががん患者さ
んに対する告知や病状説明をどのように行っているのか、
直接顔を会わせて聞くような機会を作っておくことも重要
という共通認識ができました」。

　また2015年には、「つるやくネットワーク」と鶴岡薬剤師
会の生涯教育研修部会を合併し「つるやくネットワーク・
生涯学習研修部会」とし、それぞれ行ってきた研修会を一
本化したという。また、メンバーには若手薬剤師や女性薬
剤師を新規に加え、年齢層の幅を広げることで、様々な意
見が取り入れられるような工夫もされている。
　その後、研修会のテーマはがん領域以外にも広げられ
るようになり、2016年には「大変動時代を迎えた糖尿病治
療～血圧・血糖・脂質変動それぞれへの介入手段とは？」

「乳がん患者さんのあれこれ」、さらに酒田地区薬剤師会と
合同で「それぞれの地区での在宅医療の現状報告」など
のテーマで研修会が実施されている。
　「つるやくネットワーク」の研修会には、最近は、毎回50
名を超える薬剤師が参加し、盛況に開催されている。その
秘訣は研修会が主催者側からの押し付けではなく、参加
者の希望により開催され、テーマも参加者が学びたい話
題を取り上げていることにあるという。

薬薬連携推進の人的ネットワーク構築のノウハウ

　また地域の中で薬薬連携を立ち上げていくためのノウ
ハウについては、まず病院薬剤師側と保険薬局薬剤師側
から1人ずつ代表者を選出し、この2人がface to faceで理
念を共有し、連携の方向性などについて徹底的に話し合
うことが重要であり、そこからコアメンバーの組織化に繋
げていくことがポイントと阿部氏は指摘する。
　「つるやくネットワーク」の始動にあたっては、鶴岡地区
薬剤師会からOPTIMに派遣された保険薬局薬剤師の
篠田太朗氏の存在が大きかったと阿部氏は言う。その後、

「つるやくネットワーク」では5名（病院薬剤師3名、保険薬
局薬剤師2名）のコアメンバーが組織され、活発な交流を
通じて信頼関係や仲間意識が強固なものとなっていっ
た。このコアメンバーの交流をきっかけに、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師の人的ネットワークが地域全体に広がっ
ている。
　さらに、鶴岡・三川地区は人口が前述のように13～14
万人であることも、病院薬剤師と保険薬局薬剤師が「顔の
見える関係」を構築するために、規模的にもちょうど良かっ
たのではないかと阿部氏は指摘する。

がん患者に対する薬薬連携の具体的な取り組み

　では、「つるやくネットワーク」によって構築された人脈
を活かし、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間で具体的に
はどのような連携が行われているのだろうか。
　病院薬剤師の立場として阿部氏らが最初に取り組んだ
のは、オピオイド新規導入時の服薬指導と保険薬局への
情報提供に関する取り組みだったという。
　鶴岡市立荘内病院で外来がん患者に対してオピオイド
が初回導入される際、院外処方されることがある。この場

合、保険薬局では患者情報が絶対的に不足していること
から、詳しい服薬指導ができないケースが多くみられた。
そこで、オピオイドの初回導入時には、院内処方だけでな
く院外処方の患者に対しても、病院の薬局指導室にてオピ
オイドの効能・効果、副作用、レスキュー（頓服薬）の使い
方などについて説明するとともに、医療用麻薬について

「使うと寿命が縮む」「末期に使用する」などの間違った知
識を払拭することに注力した。
　その際、イラストを使用したわかりやすい患者説明用資
料（図2）を活用した情報提供に努め、患者からの評判も良
い。また、患者に説明した内容は院外処方箋を応需する保
険薬局にも報告することとし、この取り組みは、保険薬局
から高い評価を受けている。
　「患者さんは、聞きたいことがあっても直接主治医に連
絡することに躊躇される方が多いため、病院薬剤師が薬
に関する情報提供ができれば理想的です。“つるやくネット
ワーク”の活動を通じてこれが実現されつつあります。病院
薬剤師への患者さんからの相談や保険薬局薬剤師からの
疑義照会なども増えています」と阿部氏は薬薬連携の成
果について語った。
　一方、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との間における患
者情報の共有ツールとしては、主にお薬手帳が使われて
いる。
　外来化学療法については、医師へのアンケート調査を
もとに、レジメンをシールにしてお薬手帳に貼付すること
とした（図3）。これにより保険薬局では、レジメンを理解し
た上で適切な患者指導や処方監査を行うことが可能に
なった。
　また最近は、高齢化の影響で慢性腎臓病（CKD）が増
加しているため、CKD患者のお薬手帳にシールを貼付す

ることで患者の腎機能が低下していることを共有し、薬
物治療に対する注意喚起を促す取り組みも行われてい
るという。

さらなるステップアップを目指して

　最後に、地域における薬薬連携の今後の課題につい
て阿部氏に伺った。現状では大きな問題点はなく、この
まま継続していくことでさらに顔の見える関係の構築を
広げていきたいと前置きした上で、課題を挙げるとすれ
ば「退院前カンファレンス」への積極的な参画であると
いう。
　鶴岡市立荘内病院では、患者の退院時に主治医、かか
りつけ医、看護師、ケアマネジャー、薬剤師などが集まり退
院前カンファレンスを行っている。ここには患者や家族が
参加することもあり、退院後に地域の中で患者が安心して
暮らすための方針などの情報が共有されることとなる。病
院薬剤師においても、この退院前カンファレンスは、薬薬
連携を考える上で病院薬剤師と保険薬局薬剤師の双方
にとって大変メリットのある機会であることから、今後はよ
り積極的に参画していく必要があると語る。
　また、鶴岡・三川地区独自の患者情報共有ツールである
Net4Uは、在宅療養での利用は定着しているものの、それ
以外への普及はまだ十分ではないという。Net4Uは既に
がん診療連携指定病院の電子カルテとも連動しており、
病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間でもさらに活用が促進
されることが望ましいと阿部氏は言う。
　地域の中で病院薬剤師と保険薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりが日々進化する「つるやくネットワーク」の
取り組みには学ぶことも多く、今後も目が離せない。

写真4　グループディスカッション風景 図2　患者説明用資料 図3　レジメンをシールにしてお薬手帳に貼付
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薬 剤 師 の 視 点 で よ り 良 い 緩 和 医 療 を 目 指 す

「つるやくネットワーク」薬薬連携勉強会の実際
病院薬剤師

保険薬局
薬剤師

▼
がん薬物療法と緩和医療に関するより良い薬薬連携を推進するためには、病院薬局と地域の保険薬局が、
意見交換の場を持ち互いに学び合うことが不可欠だ。「つるやくネットワーク」では、勉強会や講演会の機
会を持ち続けている。具体的にどのような内容の勉強会なのか、その実際の講義を紹介する。
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麻薬とは　医療従事者・法律・国民の視点から
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●抗がん剤の副作用で、体調が悪いと話される方がいますが、仕方ないと諦めている方が
多く、見ている側としても辛いです。何か対策はないですか？
●患者が医師からがんの告知を受けているかどうか分からない人がいるので、それを知る方
法はないか？
●抗がん剤服用患者や家族と接する際に、どこまで病気について触れたり、聞き取りをすれ
ばよいか？
●手術不可での薬物療法、手術後（転移の有り無し）、ケモ中、その他等様々なケースが考
えられるが、その見分け方及びそれぞれの場合での注意すべき点は？
●抗がん剤治療の携わりを続けていられるモチベーションは何ですか？
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（抜粋）・掲載スライドは色文字



0706

 

薬 剤 師 の 視 点 で よ り 良 い 緩 和 医 療 を 目 指 す

「つるやくネットワーク」薬薬連携勉強会の実際
病院薬剤師

保険薬局
薬剤師

▼
がん薬物療法と緩和医療に関するより良い薬薬連携を推進するためには、病院薬局と地域の保険薬局が、
意見交換の場を持ち互いに学び合うことが不可欠だ。「つるやくネットワーク」では、勉強会や講演会の機
会を持ち続けている。具体的にどのような内容の勉強会なのか、その実際の講義を紹介する。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

主な死因死亡数の割合
主な死因別にみた死亡率の年次推移
部位別がん粗罹患率の推移（男女）
がんとは？
抗がん剤一覧表
抗がん剤の歴史
一般薬と抗がん剤の違い
抗がん剤による医療過誤
化学療法の目的
化学療法の効果評価
PS(全身状態)分類と化学療法の適応
抗がん剤の癌腫別効果1～4

16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29

抗がん剤の種類とは？
レジメンとプロトコール
代謝拮抗剤
フルオロウラシル（5-FU）系薬剤
ゲムシタビン
アルキル化剤
抗がん性抗生物質
植物アルカロイド
パクリタキセル
イリノテカン
プラチナ製剤
分子標的薬

30
31
33
34
35
36
37
38

41

42
43

ホルモン療法
注射薬と経口薬との併用レジメン
CTCAE
RECIST
有害事象と副作用
抗がん剤の取り扱い注意度分類
抗がん剤治療の副作用と発現時期
悪心・嘔吐

分子標的治療薬による皮膚症状
発現時の治療アルゴリズム

皮膚症状に使うお薬について
Q&A

「みんなで学ぼう！ がん治療」  抗がん剤治療について（2012年5月21日 講演会）（抜粋）・掲載スライドは色文字

オピオイドの服薬指導について‐こんな時どうする？（2014年4月23日 講演会）

I N D E X

I N D E X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22

23
24
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
53
54

オピオイドとは
麻薬とは　医療従事者・法律・国民の視点から
麻薬の捉え方
がんの痛みをさらに強く感じさせる因子
がん疼痛治療は痛みのアセスメントから
鎮痛薬を用いたがん疼痛治療の有効性（WHO G抜粋）
除痛の目標
WHOが推奨する鎮痛薬使用の基本原則
WHOはなぜ経口投与を推奨しているのか？
WHOのガイドラインにおけるオピオイド鎮痛薬の投与経路
の位置付け
経口徐放性オピオイドの定時投与が基本
WHO三段階除痛ラダー
国内で使用できる主要なオピオイド
強オピオイド鎮痛薬
個別的な投与量設定の重要性（WHO G抜粋）
オピオイドを用いた疼痛管理を円滑に継続するためのポイント
レスキュードーズに使用するオピオイドの条件
オピオイド鎮痛薬の副作用（便秘、嘔気・嘔吐、眠気）
WHO方式がん疼痛治療法のまとめ
日本のオピオイド製剤
オピオイド受容体およびそのサブタイプへの作用

オピオイド受容体の主な生理作用と特徴
日本における強オピオイド鎮痛薬の開発
オピオイドローテーション
主なオピオイドの副作用とその対策　
肝機能・腎機能障害患者に対するモルヒネの使用
オピオイド選択の5つのポイント
フェンタニル貼付剤
痛みのパターンによる分類
レスキュードーズについて
レスキューの種類
突出痛の特徴
突出痛のアセスメント方法
レスキュー薬の選択
アブストラルとイーフェンの比較
外来オピオイド服用指導依頼書
患者説明用資料
モルヒネ初回処方時の服薬指導
新規オピオイド導入フローシート
レスキュー自己管理フロー
痛みの評価表
オピオイド換算表・力価表
鎮痛補助薬　　　　　　　　　　55   Q&A

●抗がん剤の副作用で、体調が悪いと話される方がいますが、仕方ないと諦めている方が
多く、見ている側としても辛いです。何か対策はないですか？
●患者が医師からがんの告知を受けているかどうか分からない人がいるので、それを知る方
法はないか？
●抗がん剤服用患者や家族と接する際に、どこまで病気について触れたり、聞き取りをすれ
ばよいか？
●手術不可での薬物療法、手術後（転移の有り無し）、ケモ中、その他等様々なケースが考
えられるが、その見分け方及びそれぞれの場合での注意すべき点は？
●抗がん剤治療の携わりを続けていられるモチベーションは何ですか？

Q&A事例

（抜粋）・掲載スライドは色文字



0108

鶴岡市立荘内病院

充実した薬薬連携でがん在宅医療を支える「つるやくネットワーク」
成功のポイントは、「顔の見える場」の創出とその継続

※OPTIM：Outreach Palliative care Trial of Integrated regional Model

「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」の
モデル地区として始動

　日本海沿岸(庄内地方)南部にある人口約13～14万人
の都市、山形県鶴岡・三川地区。少子高齢化の急速な進展
に伴う医療資源の問題など、日本が直面する典型的な
社会的課題を抱えている中で、がん在宅医療の先進地域
のひとつとして注目されている。
　がん在宅医療を牽引するのは鶴岡市と三川町を主な
診療圏とする鶴岡市立荘内病院で、庄内地域における
地域がん診療連携指定病院として、がん診療に積極的に
取り組んでいる。また2008年から3年間にわたって行わ
れた厚生労働省のがん総合戦略研究事業「緩和ケア普
及のための地域プロジェクト (以下、OPTIM)※」に参加し
た際には、同院が事業推進にあたって中心的な役割を
果した。　
　鶴岡・三川地区は、OPTIM事業に参加したことで、がん
連携が大きく変わったという。

「在宅療養がどのようなものかを知る」ことから
手探りでスタート

　緩和ケア普及の実際の活動にあたっては、OPTIM事業
開始時に、同地域在住の不特定の患者・住民・医療者を対
象にがん緩和ケアに関する状況などを調査した。その結
果、「住民のがん医療に対する安心感が最も低い地域」と
いう現状が報告されている。
　今でこそ様々な薬薬連携に関する活動が行われている

「つるやくネットワーク」も、がん薬物療法と緩和ケアに関す
る地域医療促進を目的とした薬薬
連携は、手探りでスタートしてい
る。
　当時の「がん医療に対する認
識」について、「つるやくネットワー
ク」設立の中心人物のひとりとして
指導をしてきた鶴岡市立荘内病院 
診療部薬局の阿部和人氏(以下、
阿部氏)は、鶴岡・三川地区は選定

多職種間や他施設間の連携や支え合いという形の見えにくい活
動を、「庄内プロジェクト」の中で具体的に推進する山形県鶴岡・
三川地区。「庄内プロジェクト」において、病院薬剤師と保険薬局
薬剤師が交流する場として構築された「つるやくネットワーク」
は、現在も進化し続け、地域医療で大きな役割を果たしている。
ゼロからスタートしたという同ネットワークについて、その立ち
上げから現在に至る一連の薬薬連携の取り組みの実際を紹介
する。

鶴岡市立荘内病院
診療部薬局 薬剤主査
がん薬物療法認定薬剤師
阿部和人 氏

された全国4カ所のモデル地区の中で最も緩和ケアが未
整備な地区で、在宅療養も難しかったと振り返る。
　そこでまず、患者さんとそのご家族の緩和ケアや在宅
療養に対する啓発活動に着手した。「市民向け緩和ケア
の講演会では、医療関係者が出演している寸劇を上演
するなど、がん患者さんが安心して在宅療養を受けられ
るような取り組みに注力しました（写真1）」と阿部氏は
語る。
　一方で、幸いにも同地区では地域で患者情報を共有す
る医療ネットワークとして、鶴岡地区医師会により既に整
備されていた「Net4U（ネットフォーユー）」が稼働してお
り、在宅療養における多職種間連携のツールとして重要
な役割を果たした（表1）。
　Net4Uは 「the New e-teamwork by 4Units」の略であ
り、4Unitsは病院・かかりつけ医・看護介護・検査センター
を指し、“for you”との意味も掛け合わせている。Net4Uで
医療機関または訪問看護ステーションが患者情報を登録
し、登録した患者情報を共有したいと思われる施設側を
招待、招待を受けた施設はこれを受理する処理を行うこと
で患者情報の共有化が開始されるようになる。このNet4U
を基盤とした連携が進展することで、特に介護職が自信を
深め、患者や家族の在宅療養への参画意識も向上したと
いう。

多職種を結び付ける場として機能する
「庄内プロジェクト」

　鶴岡・三川地区のOPTIM事業は「庄内プロジェクト」の
愛称で呼ばれ、多職種連携の促進と多職種がフラットな
関係で議論が行える場の確保という意味でも大きな役割
を果たした。
　各職種内または多職種間による連携の会が複数発足

し、活動がスタートした。例えば、医師による「南庄内在宅
医療を考える会」、看護師による「地域看看連携検討会」、
後述する薬剤師による「つるやくネットワーク」、栄養士に
よる「南庄内栄養と食の連携を考える会」、病院看護師と
ケアマネジャーによる「医療と介護の連携研修会」、さらに
多職種による地域連携交流会「ふらっと会」（写真2）など
だ。
　同職種間または多職種間で顔を合わせて議論や研修
を行っていくことで、現状の問題点や課題の共有、コミュニ
ケーションの構築、そして信頼関係の醸成などに結び付く
と阿部氏は語る。
　また、患者に対する啓発活動も活発で、現在でも頻繁に
市民公開講座、がん患者と家族の会「ほっと広場」「出張講
演会」「つるおか健康塾」など多彩な研修会が開催されて
いる（写真3）。
　さらに、がん緩和ケアを普及するにあたり、医療従事者
のスキルアップ研修会も積極的に行われた。具体的な
テーマとしては、「オピオイドの使用法」「痛み以外の身体
症状のマネジメント（消化器、呼吸器）」「精神的苦痛の緩

和」「訪問看護の役割と現状」「尿路管理について」「褥瘡
管理と皮膚転移」などで、テーマに応じて各職種が講師と
なり研修会が実施された。このように、「庄内プロジェクト」
は多職種を結び付ける場として機能し、がん患者が在宅
医療を安心して受けるための医療従事者のスキルアップ
にも貢献したことがわかる。
　阿部氏は、この時期「庄内プロジェクト」で学んだことに
ついて、次のように語る。
　「がん終末期の患者さんを在宅で看取る経験がほとん
どなかったこの地域において、在宅緩和ケアの連携体制
を進めることができました。また“ホスピス・ケアはコミュニ
ティ・ケアである”を基本として、地域住民と医療機関、行政
が緊密な連携をとり専門家チームを作り上げることが、こ
のプロジェクトを成功させる鍵であることがわかりました。
そして、在宅ケアから得られた感動を地域全体で共有する
ことで、より効果的な緩和ケアの拡がりが期待できると思
います。さらに、病院内における緩和ケアチームの活動の
充実が、在宅療養への移行を促進する原動力となること
を実感ました」。

病院薬剤師と保険薬局薬剤師を結ぶ
「つるやくネットワーク」の発足と活動の歩み

　OPTIM事業は2010年度に終了し、その後は鶴岡市立
荘内病院と鶴岡地区医師会などが中心となり「南庄内
緩和ケア推進協議会」が設立され、「庄内プロジェクト」は
地域における緩和ケアの支援活動として継続されている。
現在、このプロジェクトはがん患者の在宅医療推進の面で
大きな成果を上げており、「庄内モデル」として全国からも
注目されている。
　この「庄内プロジェクト」においても「つるやくネットワー
ク」の薬薬連携の取り組みは、大きな役割を果たしている。
あらためて、その発足前後からの活動の足跡を追ってみ
る。
　「2009年7月、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との連携
を深めるための活動を既に開始していた長崎県地域の
Pネット（長崎薬剤師在宅医療研究会）について学ぶため、
Pネットの代表者を講師に招き、第1回の連携学習会を開
催しました。この学習会をきっかけに、鶴岡・三川地区の
薬剤師ネットワークとして“つるやくネットワーク”が発足し
ました」（阿部氏）。
　「つるやくネットワーク」の活動開始当初は、全国から著
名な講師を呼んで講演を聴く研修会スタイルで実施し、各
地の事例を学んだという。その後はより実践的な連携に向
けて、関心の高いテーマを選定し、地域の病院薬剤師や
保険薬局薬剤師を講師とした研修会を企画した。これらの
企画を通して、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解
が深められるようになった。
　そして、発足3年後の2012年に、鶴岡市立荘内病院の

緩和ケア専門医のサポートのもと、がん治療に関する
薬薬連携の取り組みについてのアンケート調査と、計3回
のグループディスカッションを実施した。
　また、2013年には公益財団法人 在宅医療助成 勇美記
念財団の一般公募「在宅医療への助成」を受け、「地域に
おけるがん薬物療法と緩和医療に関する薬薬連携を促進
するための取り組み」と題した研究テーマの報告書を提出
している。この報告書には、鶴岡・三川地区の「病院薬剤師
と保険薬局薬剤師の約70％が、がん医療において病院と
保険薬局との薬薬連携の必要性」を感じており、「グルー
プディスカッションは薬薬連携の課題解決に有用」と評価
していたことなどがまとめられている。また、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師が連携にあたって共有すべき患者情報と
して、「がん告知の有無などの病状の認識」との回答が多く
寄せられたほか、「調剤上の注意点」「適応外使用薬剤の
処方意図」など薬剤情報もニーズが高いことなど参考にな
る結果も出ている（図1）。さらに、地域医療連携において
重要なこととして、「病院薬剤師と保険薬局薬剤師が顔を
合わせた意見交換の場を作ること」「薬剤師を対象とし
た医師による研修会や交流会などを通じて医師との関
係を深めること」などが挙げられた。つまり職種や施設の
壁を超えて「顔の見える関係」を構築することが地域連
携の基盤となることが強調されていた。

集いの場を通じた「顔の見える関係」の構築。
研修会や講演会は意識して参加する

　前述の勇美記念財団報告書にある「つるやくネットワー
ク」で行われたグループディスカッションでは、病院薬剤師
と保険薬局薬剤師が「顔の見える関係」を構築するための
工夫がなされていた。グループディスカッションには鶴岡・
三川地区の5病院および56店舗の保険薬局から薬剤師
が参加し、複数人でいろいろなアイデアをぶつけ合い、斬
新なアイデアを発掘するブレーンストーミング方式を採用
した。所属や経験年齢が偏らないように配慮された各5～
7名のグループが構成され、与えられたテーマについて自
分の考えを付箋に記載して、似た内容を模造紙上で分類
しながら意見交換が進められた（写真4）。テーマは、1回目
が「薬剤師としてがん患者に対する服薬指導について抱
える課題と解決案」、2回目が「がん患者の服薬指導にお
ける病院と保険薬局の薬剤師間の連携に関する課題と解
決案」、3回目は「外来化学療法患者における点滴抗がん
剤のお薬手帳を用いた情報共有に向けての課題と要望」
であった。
　グループディスカッションでは、病院薬剤師と保険薬局
薬剤師の薬薬連携を円滑に進めるためのポイントとし
て、どのようなことが抽出されたのだろうか。阿部氏に
伺った。
　「まず、保険薬局薬剤師ががん患者さんへの服薬指導
などで困った場合、主治医への橋渡し役として相談窓口と
なる病院薬剤師を決め、顔がわかるようにすることの大切
さに気付きました。また、病院薬剤師が行う内服の抗がん
剤や医療用麻薬の指導内容を、患者さんが利用する保険
薬局の薬剤師に伝達する体制も整える必要性が明らかに
なりました。加えて、保険薬局薬剤師を対象とした抗がん
剤の勉強会などを活用し、講師となる医師ががん患者さ
んに対する告知や病状説明をどのように行っているのか、
直接顔を会わせて聞くような機会を作っておくことも重要
という共通認識ができました」。

　また2015年には、「つるやくネットワーク」と鶴岡薬剤師
会の生涯教育研修部会を合併し「つるやくネットワーク・
生涯学習研修部会」とし、それぞれ行ってきた研修会を一
本化したという。また、メンバーには若手薬剤師や女性薬
剤師を新規に加え、年齢層の幅を広げることで、様々な意
見が取り入れられるような工夫もされている。
　その後、研修会のテーマはがん領域以外にも広げられ
るようになり、2016年には「大変動時代を迎えた糖尿病治
療～血圧・血糖・脂質変動それぞれへの介入手段とは？」

「乳がん患者さんのあれこれ」、さらに酒田地区薬剤師会と
合同で「それぞれの地区での在宅医療の現状報告」など
のテーマで研修会が実施されている。
　「つるやくネットワーク」の研修会には、最近は、毎回50
名を超える薬剤師が参加し、盛況に開催されている。その
秘訣は研修会が主催者側からの押し付けではなく、参加
者の希望により開催され、テーマも参加者が学びたい話
題を取り上げていることにあるという。

薬薬連携推進の人的ネットワーク構築のノウハウ

　また地域の中で薬薬連携を立ち上げていくためのノウ
ハウについては、まず病院薬剤師側と保険薬局薬剤師側
から1人ずつ代表者を選出し、この2人がface to faceで理
念を共有し、連携の方向性などについて徹底的に話し合
うことが重要であり、そこからコアメンバーの組織化に繋
げていくことがポイントと阿部氏は指摘する。
　「つるやくネットワーク」の始動にあたっては、鶴岡地区
薬剤師会からOPTIMに派遣された保険薬局薬剤師の
篠田太朗氏の存在が大きかったと阿部氏は言う。その後、

「つるやくネットワーク」では5名（病院薬剤師3名、保険薬
局薬剤師2名）のコアメンバーが組織され、活発な交流を
通じて信頼関係や仲間意識が強固なものとなっていっ
た。このコアメンバーの交流をきっかけに、病院薬剤師と
保険薬局薬剤師の人的ネットワークが地域全体に広がっ
ている。
　さらに、鶴岡・三川地区は人口が前述のように13～14
万人であることも、病院薬剤師と保険薬局薬剤師が「顔の
見える関係」を構築するために、規模的にもちょうど良かっ
たのではないかと阿部氏は指摘する。

がん患者に対する薬薬連携の具体的な取り組み

　では、「つるやくネットワーク」によって構築された人脈
を活かし、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間で具体的に
はどのような連携が行われているのだろうか。
　病院薬剤師の立場として阿部氏らが最初に取り組んだ
のは、オピオイド新規導入時の服薬指導と保険薬局への
情報提供に関する取り組みだったという。
　鶴岡市立荘内病院で外来がん患者に対してオピオイド
が初回導入される際、院外処方されることがある。この場

合、保険薬局では患者情報が絶対的に不足していること
から、詳しい服薬指導ができないケースが多くみられた。
そこで、オピオイドの初回導入時には、院内処方だけでな
く院外処方の患者に対しても、病院の薬局指導室にてオピ
オイドの効能・効果、副作用、レスキュー（頓服薬）の使い
方などについて説明するとともに、医療用麻薬について

「使うと寿命が縮む」「末期に使用する」などの間違った知
識を払拭することに注力した。
　その際、イラストを使用したわかりやすい患者説明用資
料（図2）を活用した情報提供に努め、患者からの評判も良
い。また、患者に説明した内容は院外処方箋を応需する保
険薬局にも報告することとし、この取り組みは、保険薬局
から高い評価を受けている。
　「患者さんは、聞きたいことがあっても直接主治医に連
絡することに躊躇される方が多いため、病院薬剤師が薬
に関する情報提供ができれば理想的です。“つるやくネット
ワーク”の活動を通じてこれが実現されつつあります。病院
薬剤師への患者さんからの相談や保険薬局薬剤師からの
疑義照会なども増えています」と阿部氏は薬薬連携の成
果について語った。
　一方、病院薬剤師と保険薬局薬剤師との間における患
者情報の共有ツールとしては、主にお薬手帳が使われて
いる。
　外来化学療法については、医師へのアンケート調査を
もとに、レジメンをシールにしてお薬手帳に貼付すること
とした（図3）。これにより保険薬局では、レジメンを理解し
た上で適切な患者指導や処方監査を行うことが可能に
なった。
　また最近は、高齢化の影響で慢性腎臓病（CKD）が増
加しているため、CKD患者のお薬手帳にシールを貼付す

ることで患者の腎機能が低下していることを共有し、薬
物治療に対する注意喚起を促す取り組みも行われてい
るという。

さらなるステップアップを目指して

　最後に、地域における薬薬連携の今後の課題につい
て阿部氏に伺った。現状では大きな問題点はなく、この
まま継続していくことでさらに顔の見える関係の構築を
広げていきたいと前置きした上で、課題を挙げるとすれ
ば「退院前カンファレンス」への積極的な参画であると
いう。
　鶴岡市立荘内病院では、患者の退院時に主治医、かか
りつけ医、看護師、ケアマネジャー、薬剤師などが集まり退
院前カンファレンスを行っている。ここには患者や家族が
参加することもあり、退院後に地域の中で患者が安心して
暮らすための方針などの情報が共有されることとなる。病
院薬剤師においても、この退院前カンファレンスは、薬薬
連携を考える上で病院薬剤師と保険薬局薬剤師の双方
にとって大変メリットのある機会であることから、今後はよ
り積極的に参画していく必要があると語る。
　また、鶴岡・三川地区独自の患者情報共有ツールである
Net4Uは、在宅療養での利用は定着しているものの、それ
以外への普及はまだ十分ではないという。Net4Uは既に
がん診療連携指定病院の電子カルテとも連動しており、
病院薬剤師と保険薬局薬剤師の間でもさらに活用が促進
されることが望ましいと阿部氏は言う。
　地域の中で病院薬剤師と保険薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりが日々進化する「つるやくネットワーク」の
取り組みには学ぶことも多く、今後も目が離せない。
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薬剤師の法的パラダイム

服薬期間を通じた継続的な薬学的管理

薬剤師として知っておくべき、おさえておきたい法律を紹介します。
日常業務において、薬剤師がどのように行動すべきかを考えます。

今年、薬機法※・薬剤師法が改正になり、薬剤師による服用期間中のフォローが義務になるとの
ことですが、薬剤師業務の法的な規定はどう変わるのでしょうか。

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬剤師・弁護士
赤羽根 秀宜

第 1回

質 問

　薬機法はご存知のとおり、以前は薬事法という名称でし
たが、平成26年に改正され、薬機法（あるいは医薬品医療機器等法）
に名称も変更となりました。実は、この平成26年改正の際、施行後5
年を目途に、改正後の実施状況を勘案し、必要に応じて見直すこと
が附則として定められていました。そのため、今年は薬機法の改正
が予定され、併せて薬剤師法の改正も予定されています。

　今回の改定は多岐にわたりますが、薬剤師業務におい
ては、「服薬期間を通じた継続的な薬学管理」が注目されます。現行
の薬機法においても、薬局開設者には、薬剤師に調剤時に指導等を
行わせる義務があり（薬機法第9条の3）、また、薬剤師には、調剤した際の
情報提供と必要な薬学的知見に基づく指導が義務付けられていま
す（薬剤師法第25条の2）。この指導等の義務は、調剤時に行うことが前提
となっていますが、この調剤時の指導が服薬期間中にまで及ぶかは
明確ではありませんでした。今回改定では、この点が明確化され、調
剤時だけでなく服薬期間中を通じた継続的な薬学的管理等が義務
付けられることになります。

 ●薬機法改正案
　第9条の3第5項
　第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又
は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正
な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合
には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬
剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購
入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ
的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り
受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知
見に基づく指導を行わせなければならない。

●薬剤師法改正案
　第25条の2第2項
　薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使
用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用
の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者または現にそ
の看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要
な薬学的知見に基づく指導をおこなわなければならない。

　
　この義務は、薬機法においては薬局開設者の義務になっていま
すが、薬剤師法改正も行われますので、病院薬剤師を含めすべての

薬剤師は、調剤した際には、このような義務が課せられることになり
ます。
　もっとも、この義務は、すべての患者について対応が求められるわ
けではなく、必要があると認める場合とされていますので、患者の
様々な状況に応じて必要性が判断されることになると考えられます。
まだ法の改正前であるため、省令等が具体的にどのように定められ
るかわかりませんが、最終的には、薬剤師において必要性の判断が
行われることになるでしょう。継続的な薬学的管理のために、薬剤師
は専門性をより求められることになります。
　また、薬局の薬剤師は、このような患者情報の把握や指導等が適
切にできていなかったために、患者に健康被害が起こった場合など
には、薬剤師が損害賠償等の責任を問われる可能性があるため、薬
剤師にとっては大きな意味を持つ改正といえます。
　なお、このような指導等を行ったことは薬機法においては記録が
義務付けられる予定です。記録は、きちんと業務を行ったということ
を示すリスク管理の観点からも重要であることを考えれば、フォロー
を行った場合の記録については病院薬剤師においても重要になる
と考えられます。

　また、薬局の薬剤師は、このような服用期間の状況等を
含めた薬学的管理にかかる情報を必要に応じて医師等へ情報提供
することに務めるべきともされています。疑義照会とは違った形で医
師等との連携が法律上明記されることは、努力義務だとしても薬剤
師にとっては大きな影響があると考えられます。また、この情報提供
は他の医療提供施設の薬剤師も含まれますので、病院薬剤師と薬局
薬剤師の薬薬連携も今まで以上に期待されることになるでしょう。

●薬機法改正案
　第1条の5
　2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販
売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の
適切かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又
は医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設（医療法（昭和二十

三年法律第二百五号）第一条の二第二項に規定する医療提供施設を
いう。以下同じ）において診療又は調剤に従事する医師若しくは
歯科医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医
療提供施設相互間の業務の連携の推進に務めなければならな
い。
　3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の
安定的な供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による前
項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。

赤羽根 秀宜
あかばね　ひでのり

1975年生まれ。97年、帝京大学薬学部卒。約10年間、調剤薬局で実務経験を積む。2005年、東海大学法科大学院入学。08年、同大学院卒業。
新司法試験合格。09年、最高裁の司法修習を終了。第二東京弁護士会に登録。中外合同法律事務所に入所。
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